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                議 事 日 程 （第 ２ 号） 

 

令和３年９月８日（水曜日）  午前１０時 開議（本会議） 

 

 日程第 １ ※一般質問                                     

       ※一般議案                                     

 日程第 ２ 議第６６号 令和３年度遊佐町一般会計補正予算（第４号）               

 日程第 ３ 議第６７号 令和３年度遊佐町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）         

 日程第 ４ 議第６８号 令和３年度遊佐町介護保険特別会計補正予算（第２号）           

 日程第 ５ 議第６９号 令和３年度遊佐町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）        

 日程第 ６ 議第７０号 令和３年度遊佐町水道事業会計補正予算（第１号）             

       ※事件案件                                     

 日程第 ７ 議第７４号 令和２年度遊佐町水道事業会計剰余金の処分について            

 日程第 ８ 議第７７号 遊佐町過疎地域持続的発展計画の策定について               

 日程第 ９ ※補正予算審査特別委員会の設置について                       

 

                       ☆ 

 

                  本日の会議に付した事件 

 

（議事日程第２号に同じ） 

 

                       ☆ 

 

                 出 欠 席 議 員 氏 名 

 

応招議員  １２名 

 

出席議員  １２名 

     １番   本  間  知  広  君      ２番   那  須  正  幸  君 

     ３番   佐  藤  俊 太 郎  君      ４番   佐  藤  光  保  君 

     ５番   齋  藤     武  君      ６番   松  永  裕  美  君 

     ７番   菅  原  和  幸  君      ８番   赤  塚  英  一  君 

     ９番   阿  部  満  吉  君     １０番   髙  橋  冠  治  君 

    １１番   斎  藤  弥 志 夫  君     １２番   土  門  治  明  君 
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欠席議員   なし 

 

                       ☆ 

 

                 説明のため出席した者職氏名 

 

 町     長  時  田  博  機  君   副 町 長  池  田  与 四 也  君 

 総 務 課 長  中  川  三  彦  君   企 画 課 長  佐  藤  光  弥  君 
 産 業 課 長 兼           渡  会  和  裕  君   地域生活課長  畠  中  良  一  君  農委事務局長 
 健康福祉課長  池  田     久  君   町 民 課 長  後  藤  夕  貴  君 

 会 計 管 理 者  舘  内  ひ ろ み  君   教 育 長  那  須  栄  一  君 
 教 育 委 員 会           菅  原  三 恵 子  君   農業委員会会長  佐  藤     充  君 
 教 育 課 長 
 選挙管理委員会                                                   石  垣  ヒ ロ 子  君   代表監査委員  本  間  康  弘  君 
 委 員 長                                         
 
 

                       ☆ 
  
 

                 出 席 し た 事 務 局 職 員 

 

  事務局長  髙 橋 善 之   議事係長  東海林 エ リ   主  査  菅 原   悠 

 

                       ☆ 

 

              本        会        議 

 

議 長（土門治明君）  おはようございます。ただいまより本会議を開きます。 

  （午前１０時） 

議 長（土門治明君）  本日の議員の出席状況は、全員出席しております。 

  なお、説明員としては、町長以下全員出席しておりますので、報告いたします。 

  上衣は自由にしてください。 

  また、発言する際、マスクは自由に外してください。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

  11番、斎藤弥志夫議員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  一般質問を始めさせてもらいます。 
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  初めに、プレミアム付き商品券につきまして。プレミアム付き商品券の発行の始まりは、消費税率が10％

への引上げに伴って、所得の少ない方、小さな乳幼児のいる子育て世帯に対して、税率引上げ直後におけ

る消費の落ち込みを緩和し、地域における消費を下支えすることを目的として全国の市区町村が発行、販

売するものでありました。事業費は全額国が補助するものでした。購入対象者は、2019年度住民税非課税

の方、あるいは３歳未満の乳幼児がいる子育て世帯でありまして、このときのプレミアム率は25％で、2.5万

円分の商品券を２万円で購入可能というものでありました。昨今の消費税増税の消費減少のプレミアム付

き商品券の発行もあるし、新型コロナウイルスのパンデミックや国内感染流行による観光業界の落ち込み

を緩和させる目的でプレミアム付き商品券を発行している自治体も数々ありまして、あらゆる自治体が何

らかの支援をしているのが現状であります。令和３年度のプレミアム付き商品券等発行事業を実施してい

る県内の市町村は、予定を含めて次のようであります。米沢市、１セット2,000円分を1,000円で販売。酒

田市、ＱＲコード決済、ペイペイ利用時に30％のボーナスポイント付与で、それから新庄市、１人当たり

5,000円分の商品券を全市民に配布する、それから上山市はＱＲコード決済でペイペイ利用時に20％のボー

ナスポイントを付与すると。それから、村山市、１人当たり3,000円分の商品券を全市民に配布したと、そ

れから2,000分1,000円で販売すると。それから、尾花沢市、１セット１万3,000円分を１万円で販売、それ

から１セット１万1,500円分を１万円で販売の両方があります。それから、南陽市は１セット4,000円分を

3,000円で販売。山辺町は、１セット１万2,000円分を１万円で販売。中山町は、１セット１万円分の商品

券を町内全世帯に配布しております、ただで。などでありますが、ほかにもまだあります。小売業、飲食

業、宿泊業、ホテル業、観光業などの落ち込みが大きく、支援策や補助金支給が行われてきましたが、昨

年には中小企業庁が主催した持続化給付金の支払いも、申請主義ではありますが、全国的に広く行われて、

多面的に個人と業界の支援がなされています。そうではありますが、個人の消費はまだまだコロナ以前に

は戻っていません。ペイペイ支払いによるポイント還元も最大２万円で、それなりに消費拡大に効果は期

待できますが、もっと直接的に消費を促すのは50％のプレミアム商品券であると考えます。ペイペイ支払

いをするにはスマホを所有していなければならず、スマホを持たない人にとってペイペイ支払いによる２

割のポイント還元はほとんど何にもならないのです。町内のドラッグストアなど、品ぞろえがよいストア

でペイペイで支払ってもポイント付与にならなかったり、消費行動がややいびつになる場合もあるようで、

限定された商品になることがあります。 

  一方、プレミアム付き商品券の場合は、昨年２回発行された例によれば、町内のどこでも使うことがで

きて、スマホを持っている必要もなく、４割のプレミアムでありましたが、自由な消費行動を取ることが

できて、町民の皆さんにとても喜ばれていました。プレミアム付き商品券を発行するにも財源の問題があ

りますが、今年は役場庁舎が完成して、遊佐町の歴史に残る記念すべき年であります。こじつけるわけで

はありませんが、消費拡大を進めるさらなる一歩として、新庁舎完成記念50％プレミアム付き商品券の発

行を提案するものであります。 

  （何事か声あり） 

１１番（斎藤弥志夫君）  私も笑います。遊佐町の財務内容は、これまでの町長の借金返済の努力が功を

奏し、かなり健全なものに改善されてきています。今年の年末に50％のプレミアム付き商品券を発行して、

新庁舎完成を消費の面からも拡大して祝うことは、町民にとって家計が豊かになるハッピーなイベントに
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なると考えます。ぜひ消費拡大の切り札として50％のプレミアム付き商品券を出していただきたいもので

あります。 

  次に、丸池様に寄附金箱の設置ということで、町内の施設のところどころに町の寄附金箱が置かれてい

るようでありますが、寄附金箱は町内に何個あるでしょうか。もちろん町が置いている寄附金箱でありま

す。寄附金箱がそこに設置されるに至った経過と理由はどのようなもので、年間の寄附金額はどれほどか、

集まった寄附金をどのような目的に使用しているのか、あるだけの寄附金箱について以上のことをつまび

らかに説明願います。 

  寄附金箱を置くのはもちろん寄附を集めるためでありましょうが、寄附を集めるにはそれなりの理由と、

小さいながらも多くの人々の賛同が必要になります。通常、そこの施設の維持管理に使うということであ

れば、寄附を集める理由として問題ないと考えられます。丸池様は、簡易トイレを備えた駐車場が完成し、

大型バスの回転と駐車も以前より容易に行えるようになって、利用者には大分便利になりました。丸池様

の周りの道の奥のほうに丸池神社があってさい銭箱が置いてあるし、近くの末社にもさい銭箱が置いてあ

ります。丸池様は見物人が増えているし、町内のジオサイトとしては胴腹滝よりも人気が上がっているよ

うに見受けられます。このような丸池様に大物忌神社系のさい銭箱とは別に寄附金箱を設置すればそれな

りに寄附が集まるのではないかと考えます。寄附の集め方としてはクラウドファンディングもありますが、

今回は古典的に寄附金箱の設置を提案するものでありますが、ぜひ検討していただきたい。 

  三ノ俣のさんゆうの水くみ場は、車でそこまで行くことができて、場所がよいこともあって水くみに訪

れる人も多い。水の由来を説明する銘板のようなものが立てられていて、次のように記述されています。

「里の名水・やまがた百選、鳥海三神の水。３本の川の合流地点に位置する三ノ俣集落に農林漁業体験実

習館さんゆうが建てられた際に水くみ場として整備され、鳥海山が生んだ三ノ俣集落の水から鳥海三神の

水と名づけられています。水源は100メートルほど上にあり、さんゆう敷地内の受水槽から水くみ場に引い

ています。水量が豊富で、１年を通し、近郷の方々をはじめ、遠くから多くの方がこの水をくみに訪れて

います。周辺の地区では、湧水を利用して笹巻き、三ノ俣そばなども作られています。平成28年３月１日、

山形県指定。飲用は自己の責任でお願いします」というような内容の銘板が立てられております。三神の

水の一つが三ノ俣でありますが、もう二神の水はどこなのか聞いたことがない町民が多いのではないかと

思われますので、明らかにしておく必要があると思いますので、伺います。 

  三ノ俣の水は神の水で、多くの人が水くみに訪れていることから、さい銭箱が置かれているのは適切な

対応とみなすものであります。ここのさい銭箱は、アスファルトの上に10センチくらいの石の板を敷いて

その上に置いているもので、ほとんどアスファルトの土間の上に置いているようなものであります。置き

方としては不適切でありましょう。さい銭箱の設置の仕方の改善を提案するものであります。さい銭箱が

ほぼ土間に置いてあって、雨が当たり放題であることを改善するもので、必ずしも末社のような造りにす

るものではありませんが、現状はあまりにもお粗末であります。というより、あまりにもざまが悪いので

す。さい銭箱をある程度の高さのあるところに置いて、雨が当たらないように屋根を設けるのが最低限度

の設置の仕方であろうが、いかがでしょうか。ぜひそのように造るのが通常であって、寄附願いの文章も

併せて書く必要があると考えるし、さい銭箱の脇に掲示するのが常識であると考えます。 

  次に、避難指示とペットにつきまして、令和３年５月20日から避難指示で必ず避難、避難勧告は廃止に
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なりました。これまでの避難情報としては、警戒レベル１で早期注意情報、警戒レベル２で大雨・洪水・

高潮注意報、警戒レベル３で避難準備・高齢者等避難開始、警戒レベル４で避難指示・避難勧告。そして、

新たな避難情報では、警戒レベル１で早期注意情報、警戒レベル２で大雨・洪水・高潮注意報、警戒レベ

ル３で高齢者等避難、警戒レベル４で避難指示、災害のおそれが高いというふうになっております。警戒

レベル４までに必ず避難ということでありまして、警戒レベル５となりますと緊急安全確保で、災害が発

生または切迫しているという状況であります。高齢者や障がいのある人は、警戒レベル３で危険な場所か

ら避難するとなっています。避難勧告は廃止されて、警戒レベル４で危険な場所から全員避難するという

ことになっております。警戒レベル５は、命が危険な状況でレベル、レベル５の発令を待ってはいけない

ということです。避難とは難を避けることで、小中学校や公民館に行くことだけが避難ではないのです。

次のような行動があります。行政が指定した避難所に行くと。それから、安全な知人、親戚宅への避難。

それから、安全なホテル、旅館への避難。これは有料です。それから、屋内の安全が確保できれば自宅に

とどまることも可能であるということになります。災害発生時の行動は大まかにこのようなものでありま

すが、ペットがいる場合、ペットを連れて避難場所に避難してよいのか、どのような決まり事と注意点が

あるのかを伺います。 

  また、ペットとして犬を飼っている場合が多いと思うのですが、参考までにちょっと犬の値段、簡単に

申し添えます。トイプードルが約34万円、チワワ28万円、ミニチュアダックスフント27万円、ポメラニア

ンというのは33万円、フレンチブルドッグ40万円、柴犬が18万円、あとミックス25万円とか、このくらい

の値段の犬を飼っている場合が多いので、やはり値段が高いというだけの話でなくて、ペットを大事にす

るという意味でペットの避難について役場としてもある程度ガイドラインを示しておく必要があるのでは

ないかと。現状、まちづくりセンターあたりに全部お任せというふうなことになっているみたいなので、

私はそれはちょっと違うのではないかと思いますので、ぜひ大まかなガイドラインくらい各避難場所にな

るところに示していただきたいと、このように考えますのでこの質問をした次第であります。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  それでは、11番、斎藤弥志夫議員から３点の質問がありましたので、答弁をさせ

ていただきます。 

  まず第１点目、新庁舎開庁記念に50％のプレミアム商品券を出したらというお話でありました。地域の

消費喚起や町民の生活支援と商工業の活性化を図る遊佐町プレミアム付き商品券事業は、平成21年度に初

めて実施されております。振り返れば、我が町では緊急経済対策として１年ごと、隔年でこれまで行われ

てきました。いずれも町民の皆様から好評を博してきたところであります。昨年度は、新型コロナウイル

ス感染症の消費に与える影響を緩和する目的で、夏と冬の２回実施いたしました。商品券のプレミアム率

は40％に設定して、２万2,570セットを販売し、延べ143店舗で利用をいただきました。換金率は99.81％と

なっております。これまでプレミアム付き商品券は、財源に国の臨時交付金等を充当しております。昨年

度も新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を充てることにより、40％という高いプレミアム

率が可能になりました。換金率から町民の消費喚起になり、地域経済への波及効果は大きかったものと分

析をしております。課題としましては、コロナ禍の中で販売所に人が殺到して密になったこと、商品券の
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印刷及び販売と換金に多くの経費と労力がかかったことなどが挙げられております。ご提案の50％設定の

商品券につきましては、地域経済への波及効果が高いことは間違いないと思われます。一方、高いプレミ

アム率は、財源確保と購入者の公平性の担保をより慎重に図らなければなりません。新型コロナウイルス

感染症防止の観点から、商品券の販売という形が適しているのかという昨年度の反省もございます。電子

化の時代の中で、紙媒体のプレミアム付き商品券は新型コロナウイルス感染症防止に対応した新しい形で

の取組が求められております。安全と公平を優先し、財源確保に努めながら事業を検討してまいりたいと

考えております。 

  ２番目の質問でありました丸池様に寄附金箱というお話でありました。観光物産係で所管している寄附

金箱については、山岳トイレ５か所、観光トイレに４か所、合計９か所でチップボックスとして設置して

おります。観光施設を訪れ、トイレをご利用いただいたお客様に対して、施設の維持管理に係る経費、加

えて山岳トイレであれば鳥海山の自然環境保全等への利用をさせていただくことに対し、チップという形

でいただいております。年間の寄附金額になりますが、直近３年の実績については令和２年度35万1,734円、

令和元年度64万4,690円、平成30年度47万1,434円となっております。ご提案いただいた丸池様への寄附金

箱の設置ですが、丸池様については鳥海山大物忌神社所有地の土地になっています。また、これまで設置

しているチップボックスについては、観光施設として設置されるトイレを利用した際の御礼、お気持ちと

していただいたものになりますので、丸池様への寄附箱の設置は難しいものと考えております。また、昨

年度整備した駐車場簡易トイレのチップボックスの設置につきましても、現在、トイレのチップボックス

の設置形態が、トイレが１つの建物物であり、チップボックスがしっかりと固定できる状況になっている

ことなどから、簡易トイレへの設置については防犯上の観点からも非常に厳しいものと考えております。

ご提案ありますように、丸池様への観光客数は大幅に増加しております。今回は寄附金箱でのご提案をい

ただきましたが、これらの観光スポットとしての重要な位置づけのために間違いありませんので、他の方

法などを検討していきたいと考えております。 

  また、さんゆう敷地内にある鳥海三神の水についてでありますが、現在の水くみ場は以前三ノ俣集落内

にあったものをさんゆう建設に伴い、現在の位置に移設したものであります。名称の由来については、月

光川ダムに流れ込む３つの沢を神に見立てて関係者が命名したものと伺っております。また、議員がおっ

しゃられるさい銭箱でありますが、かねてから三ノ俣集落で水くみに来られる方からの善意の受け取り箱

を設置し、集落への寄附金として管理していたところ、盗難が多発するため、防犯性が高い受入れ箱の要

望を受けて町が設置したものであります。ただいま申し述べましたとおり、三神の水とは命名はされてい

るものの、それらは一般の方の発想であり、現在設置されている受入れ箱は神社仏閣に係るさい銭箱では

なく、いわゆる善意の方からの集落に対するチップボックスという位置づけであります。維持管理につき

ましては三ノ俣集落で行っていただいており、議員からいただいたご提案は集落にお伝えをさせていただ

きたいと考えております。 

  ３番目の質問でありました避難指示とペットの関係についてであります。災害対策基本法等の一部を改

正する法律が本年、令和３年５月20日に施行されたことに伴い、自治体から出される避難情報についても

避難勧告の廃止等の変更がなされました。これは、甚大な災害をもたらした令和元年東日本台風（台風第

19号）等において、避難しなかったり逃げ遅れたことによる被災、豪雨浸水等の屋外移動中の被災、高齢
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者等の被災が多く発生したため、国で法律の一部改正を行ったものであります。想定を超えるような自然

災害が頻発している中で、町として空振りを恐れず、早い段階での避難情報の発令に努めていきたいと考

えております。さて、災害時のペットと同行避難してきた場合については、遊佐町地域防災計画及び避難

所開設・運営マニュアルでは、避難所、いわゆる屋内への動物の持込みは原則禁止とし、屋外に飼育スペ

ースを設けると定めております。これは、災害時の避難所の衛生面、動物アレルギーを持っている方など、

他の避難者への配慮から取り決めたものであります。しかしながら、飼い主の方への精神的苦痛への配慮

や動物愛護の観点から見れば、ペット同行避難の人数や避難日数等の状況も踏まえ、まずは避難所運営組

織で協議し、そこで理解を得られれば一般避難所とは別の一室を開放する等の対応も可能と考えておりま

す。平成30年９月に環境省から発出された災害時におけるペットの救護対策ガイドラインの中では、ペッ

トのしつけや避難用備品の確保などの飼い主がふだんから行うべき対策、避難所でのマナー遵守について

述べられています。これらについて飼い主の皆様に広報等啓発を行いながら、自主防災組織の避難所開設

訓練等の機会を利用し、ペット同行避難者がいた場合の対応について引き続き理解を深めるための周知を

進めてまいります。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  11番、斎藤弥志夫議員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  プレミアム付き商品券ですけれども、財源の問題もあるわけですよね、町長の

説明としては。もちろんそうだと思います。ただ、最近ふるさと納税が、それに頼るわけではないのです

けれども、かなり予想以上に増えたりしているということもあるようです。また、長年の町長の財政再建、

それから無駄を省く行政、このような方針の成果が現れてきていまして、財政健全化が大分進んだなと私

はみなしているのです。だから、金が余っているだろうからこっちに使えよという話ではもちろんないの

ですけれども、随分健全化には努力してきた町長だなと、このように考えております。プレミアム率40％

というのは決して珍しくない話です。30％、40％はもうありふれているというか、今の状況ではそんなこ

とまでなっていますので、本当にもう皆さんから、去年も40％なのですよ。遊佐町２回たしかやりました

けれども、40、40でやっていて、50にしていただければ、私この話今までたまにあっちこっちでしたこと

があるのです。町民の皆さんがいるところで。わざとですよ。したことがあるのです。物すごく評判いい

です。すばらしく評判いいです。みんな賛成です。だから、そういうことも個人的な感触として持ってい

るのですけれども、町民の皆さんは本当この案には、財源の問題なんて町民の皆さん考えないです。考え

ないものだから、話自体には物すごく反応がいいです、びっくりするほど。そういうことを私はちょっと

踏まえているもので、なおこういう話をさせてもらっているということなのです。実際鶴岡でも50％を出

したことあるのですよね、プレミアム商品券。ありましたけれども、何か売り方が大変だったという話も

あるようですので、さほど50％が特別な何かラインのような、もうそんな状況ではないのではないかと思

います。ある程度財源的なものが許せば可能ではないかと考えるところであります。それと、米沢と村山

でも１セット2,000円のものを例えば1,000円で売るとかってやっているわけなので、こうなると50％なの

ですよね。だから、既にやられています、50は。というふうな状況にもなっていますし、遊佐も今すぐ50が

無理なら例えば中を取って45とかあるわけですよね。計算上はですよ。そういうふうなこともあるので、

町民の皆さんにやや、還元って言ったら大げさですけれども、そういう形でやっていただければなと思う
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ところであります。それから、もっとすごいのもあるのです。新庄、村山、中山町では、商品券をただで

配っています。実際そうなのです。ただで、無料で配っているということは何なのかというと、これは100％

のプレミアムです。プレミアムという考え方からいけば。実際やっていますので。これだって財源が許せ

ばできなくないはずなのです。 

  （何事か声あり） 

１１番（斎藤弥志夫君）  うんうん、そういう財源絡みの話が絡んでくるから、一朝一夕にはならないで

しょうけれども。こういう事情も実際あります。それの中で、中山町は、先ほど私も言いましたけれども、

１セット１万円分の商品券を町内全世帯に配りました。こんなことといいますか、もう平然とやっている

のですよね。そんな状況になっていますので、あえて私もこの50％のような話をさせてもらっているとい

うことです。時代はもうそんな流れになってきたなという認識も持っていますので、無理なのかなとは思

うのですけれども、町長はじめ副町長、そういう考えもぜひ持っていただきたいと思います。 

  この前、県民のあゆみを見ていましたら、県のプレミアム付き商品券というのも載っていました。宣伝

のように。何とプレミアム率が25％です。県にしてはしょぼくれたものだなと思って見ていたのですけれ

ども。なぜかというと、30、40ざらにあるわけなので、その中で今さらのように25％で出してきたと。は

やらないことやるものだなと。個人的にはそんな感想でちょっと見ていたのですよね。ですから、財源絡

みの話ではあるとは思うのですけれども、できればちょっと上めに見ていただいて対応していただけない

かと思いまして、何か一言あればいただきたいと思います。 

議 長（土門治明君）  中川総務課長。 

総務課長（中川三彦君）  お答えいたします。 

  ただいまの50％のプレミアム付き商品券のお話ということで、先ほど来財源というお話を議員もおっし

ゃっておりました。総務課という財政のほうの立場からしますと、やはり議員がおっしゃるように、財源

のことについては非常に大事なことなのかなというふうに考えておるところでございます。これまでの動

きの中で、財源ということでありますと、国の臨時交付金を活用していずれも行ってきたという経過がご

ざいます。この交付金につきましては、今回の議会でも補正で提案をする予定でございますけれども、全

て財源については充当して終わるという予定になってございまして、これをこれからまたプレミアム商品

券という形で新たな取組を行うということになりますと、現在のところ、これまでのような臨時交付金を

充当するということが今のところできないという状況になっております。今後、国のほうでもコロナ対策

ということでさらに臨時交付金の新たな交付、増額、こういったものがあれば、またそれを財源としてこ

ういった取組ができるのかなということで考えているところでございます。ただ、お話の中でいろいろと

プレミアム率のことについて言及ありましたけれども、中には100％という形で、お配りをしているという

ところもあるということでございますが、そういった取組になりますと必要とする、必要としないにかか

わらず送りつけるというふうなことにもなりかねないという視点もございます。必要とされる方がプレミ

アムつきの商品券をお買い求めいただいて活用をするというのがやはり基本なのかなということでござい

ます。また、プレミアム率についても、高ければもちろん喜ばれる町民の方もいらっしゃるとは思うので

すけれども、高ければいいということでもないかなと。財源につきましては、先ほど言いましたとおり、

国の臨時交付金等を財源とするということも申し上げましたが、元をただせば国の税金、国民の税金とい
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うことでございますので、それらの使い道についても慎重にご議論いただくということが必要なのではな

いかというふうに思います。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  プレミアム付き商品券のお話でございますけれども、昨年、産業課のほうで所

管をさせていただきまして商品券事業をさせていただきました。今50％のプレミア付き商品券というご提

案でございますが、やはり今後また同じような形で商品券を発行して、お買い求めをいただいて地域経済

活性化につなげるという取組がふさわしいのかどうかといったところ、この件につきましては現在コロナ

禍にあるということもございまして、販売をすることによって密集をつくることになりかねないのではな

いかといったようなこととか、こちらでは心配をしているというところもございまして、まずもって去年

の事業を再度検証して、課題ですとか、そういったものを洗い出した上で事業設計をしたいと思っており

ます。50％という部分ありましたけれども、それに関連することといたしましては、やり方としてほかの

市町村の事例等もお示しをいただきましたけれども、販売は何とかできれば避けていきたいなという思い

もありますので、例えば必要とされる方に限定をしてお送りをするとか、そういったやり方も一つの選択

肢かなというふうに思っております。いずれにしましても、皆様のご意見を伺いながら、あと財源の見通

しを立てるといったところを目標にしながら検討していきたいと思っております。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  11番、斎藤弥志夫議員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  同じ話の繰り返しのようになるのですけれども、このプレミアム付き商品券と

いうのはもう当たり前のようにあっちこっちの自治体、市町村で行われていまして、そのプレミアム率に

皆さんすぐ注目するわけですよね。プレミアム率イコールその人の財布の中がどのくらい裕福になるかと

いうことと直結しているわけです、この話は。だから、皆さんすぐもう何％だというふうに注目するわけ

なのですけれども、30％、40％、遊佐も去年２回40％でやっていますけれども、決して何の目新しさもな

いので。プレミアム率を上げる競争をやっているわけではないのですけれども、何の目新しさもないので。

町民の皆さん、やっぱり40％を出していただければ皆さんありがたくそれを買って、これは実際使ってい

るわけです。それはそうなのですけれども、ただで、100％のプレミアム率で、それこそ１万円配っている

町もあるくらいなので、その辺もちょっと考えていただいて、このプレミアムについてはやや上めに見て

いただくような形で対応していただければなと思いますので、町長ひとつその辺よろしくお願いいたしま

す。 

  では、商品券につきましてはこのくらいにしまして、丸池様の。これまで町内でチップボックスは全部

で９か所くらい置かれているけれども、山岳とか、そういう形のようであります。私は、寄附をいただく

ためにはとにかく人が集まるところに置かないと話にならないのではないかと思ったわけです。要するに

そこの維持管理をしていくためのご寄附をお願いできないかということなわけなので、これは例えば観光

名所になればなるほど私は寄附はいただきやすくなるのではないかと考えます。名所であればあるほどそ

こに集まってくる皆さん、あるいはそれを小さいながらも支持してくださる皆さんが多いであろうという

ことも考えられますので、丸池もある意味でそういうものではないかと思ったのです。ただ、大物忌神社

の敷地になっているようなところに、それはもちろん町の寄附金箱を置くことはできないわけですよね。
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ただ、今年か去年か駐車場を造ったわけなので、そこだと町の所有地ということになるわけですよね。町

の所有地に例えば町のそこの丸池を維持していくための資金を得るためのある程度のご寄附をいただけな

いかということになれば、置くこと自体は問題はないであろうと考えます。ただ、どの程度適切であるか

はまた別の話でしょうけれども、町が買った町の敷地内であれば置くこと自体はできるだろうというふう

には考えますので、その辺もうちょっと考えていただければなと思います。三ノ俣の水くみ場のさい銭箱

は、何か三ノ俣集落で管理しているのだということだったようですので、こうなってくると部落管理と役

場の管理とまた違うということになりますけれども、私はてっきりあそこは、さんゆうの一角なので、結

局役場で管理しているのかと思ったのです。では、三ノ俣集落にそのようにお伝えいただいて、もう少し、

実際アスファルトの土間に直接さい銭箱を置くような形になっているのですよね。雨は当たるし、雪が降

ればそのさい銭箱に雪積もるというふうな形になっているもので、いかにも非常識な置き方をしているも

のだなと見えるわけです。ですから、その辺、では直していただくということであるならば、そっちの集

落のほうにぜひお伝えいただきたいと思います。 

  ペットにつきましては、何か私も危機管理のほうに行って少々話を聞いてきたのですけれども、ペット

に関しては、そこそこの避難所として指定されているのは割とそれぞれのまちづくりセンターが多いので

はないかと思うのですけれども、そこにみんな任せているという話でした。こうなると、そこそこのまち

づくりセンターで避難に関してどういうふうな取組をしているのかということに、お任せになってしまう

のではないかということなのです。ですから、ある程度全体を管理するような形でそういうものを示して

いただいたほうがやりやすいのではないかなと思うのです。その辺の取組が今の役場の形としてはちょっ

と欠けているのかなと思うのです。ペットが、値段が高いから大事にする、安いからどうでもいいのだと

いうわけではもちろんないのですけれども、犬の値段も要するに結構いい値段しているのですよね。ざっ

と20万円から30万円くらいまでざらなのですよね。ということです。一つの例にすぎないのですけれども、

私の隣の家でプードルを飼っているのですよね。お姉ちゃんに幾らだったとそちらに話聞いたら16万円だ

ったということなので、そのくらいの犬を飼っている家もあるのです。そういう意味で、そういう犬をな

いがしろにすることはもちろんできないわけなので、随分日頃からかわいがっています、私見ていると。

その犬を。ペットというのは大体そんなものなのでしょうけれども、そういう愛護している動物をやっぱ

りそれなりに扱わなければならないだろうと。避難する日数が１日くらいならまだしも、これもしも２日、

３日となった場合、それなりの飼い方をしてやらないと結構大変なのではないかと思うのです、ペットの

ほうも。そういう意味で、ある程度ガイドラインを、各まちづくりセンターならそこに役場のほうでこの

くらいのことはきちっとやるようにというふうな分かりやすい形で示していただけたらいいのではないか

と思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

議 長（土門治明君）  中川総務課長。 

総務課長（中川三彦君）  お答えをいたします。 

  ペットのガイドラインということでありました。地域防災計画の中でも、ガイドラインという意味では

ペット連れの避難者の対応ということで、一定程度その対応の仕方について詳しく説明をしているところ

でございます。ペット連れの避難者に対しましては、そのペットの飼育ルールというものを定めておりま

して、これを明示しまして、その飼育者の方に対して徹底を図っていただくというお願いをすることにな
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ってございます。また、ペットの飼育場所については、避難所の施設管理者が置かれますので、その施設

管理者のアドバイスの下、居住スペースから離れた場所に設置をするということでも定められております。

ただし、盲導犬がいる場合、これは盲導犬はペットでございませんので、特に動物アレルギーの避難者が

いないことが確認できたような場合は居住スペースへの同伴も認めているということも定めてございま

す。また、ペットの飼育者については、登録台帳のほうに記入をしていただいて管理をすると、また飼育

についてはそのペットを持ち込んだ避難者自身が行うといったようなことも定めているところでございま

す。そういった意味では、基本的なガイドラインとしては、このようなことを守っていただきながら対応

していただくということになります。 

  また、先ほど来まちづくりセンターのほうにお任せになっているのではないかというお話でございまし

た。避難計画、地域防災計画の中で明示しているのは、その避難所に指定された施設管理者が取りまとめ

を行うという形になっておりますので、何か施設管理者次第でその対応が一任されてしまうのではないか

というご懸念だと思います。避難所については、もちろん各まちづくりセンターが避難所になるというこ

ともございますが、それ以外にも町の施設、例えば体育館でありますだとか、こういったものが避難所と

して指定されることがございますので、必ずしもまちづくりセンターに一任したということではなく、ガ

イドラインに沿った対応の仕方を最終的には施設管理者が取りまとめをするという形であるということで

ご理解いただきたいと思います。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えします。 

  ただいま総務課長のほうからは、避難所での対応ということでご答弁をいただきました。私のほうから

は、議員のほうからペットの同行避難というご質問あったように思いますので、同行避難について私のほ

うはご答弁させていただきたいと思います。 

  災害時には何よりも人命が最優先ということになりますけれども、近年、ペットは家族の一員であると

いう意識が一般的になりつつなってございます。ペットと同行避難することにつきましては、動物愛護の

観点のみならず、飼い主である被災者の心のケアの観点からも大変重要なことであるのかなというふうに

思ってございます。このような問題を軽減するためにも、災害時のペットとの同行避難、推進することは

必要であるのかなというふうに思ってございます。しかし、当然のこととしまして、飼い主とペットが安

全に避難するには飼い主自身の安全確保が大前提となってくるのかなというふうに思ってございます。東

日本大震災ございますけれども、そのときは一旦避難した飼い主がペットを避難させるために自宅に戻り

まして津波に巻き込まれるというようなケースもお聞きしてございます。発災が平日の昼間だったという

ことで、また飼い主が自宅にいなかったというケースもあったというふうにお聞きしてございます。この

ように災害が起こったときに飼い主がペットと一緒にいるとは限りませんので、人命を優先するためにや

むを得ずペットを自宅に残して避難せざるを得ない状況もあること、そしてまた不測の事態によりペット

とはぐれてしまうというようなケースも想定しておく必要があるのかなというふうに思ってございます。

こうした状況を踏まえまして、飼い主責任による同行避難を前提としながらも、個人での対応には限度が

ある場合に備えまして、飼い主の支援体制、そして放浪動物、負傷動物等の救護体制を整備することは、

ペット飼養者だけでなくして被災者全体が安心して安全に避難するためにも重要であるのかなというふう
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に考えてございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  11番、斎藤弥志夫議員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  課長の説明、非常に分かりやすかったです。よく分かりました。ただ、一般的

にペットを連れて逃げてもいいものだどうだかちょっと、ふだんから明確にそれを考えていないような人

もいるみたいなので、ペットについてはどこのうちでどんなペットを飼っているかという、把握するにも

なかなか大変なわけなので、不明な部分は多いと思うのですけれども、もう一度ペットを飼っている人に

とっては分かりやすく対応できるような形で、何かガイドラインのようなものを分かりやすい形で示して

いただければありがたいなと思いますので、そういう形でそこの部分をまとめていただけないかなと思い

ますので、そこをちょっとよろしくお願いしたいと思います。 

  私の質問はこれで終わります。 

議 長（土門治明君）  これにて11番、斎藤弥志夫議員の一般質問を終わります。 

  ５番、齋藤武議員。 

５ 番（齋藤 武君）  昨日の一般質問の中で、新庁舎への引っ越しに伴い発生したであろう紙類はどの

ようにされたのだろうかという趣旨の質問があったと思います。そのときに、答弁内容はさておき、私な

りに１つ思い出したことがありました。先月だと思いますけれども、その引っ越しに伴い大量に出てきた

ということで、議会事務局から遊佐町議会300回記念誌というものが全議員に配られたというか、あてがわ

れたわけです。ちなみに、300回目はいつかといいますと、平成５年１月の臨時会だったということであり

ます。そうなると、多分この議場にいらっしゃる方で、その平成５年１月臨時会に臨まれた方はいないと

いうことだ……そうですか。いらっしゃる。 

  （何事か声あり） 

５ 番（齋藤 武君）  ですね。いらっしゃらないということだと思います。間違いなくそういうことで

しょう。では、当時の議長は誰だったかということで見てみますと、亡き髙橋秀一さんでした。その髙橋

議長が記念誌の巻頭言に次のようなことを書いていたのです。ちょっと読み上げますと、「議会と行政は、

両機関それぞれが持つ権能の上で、よい意味での対立の構図は町民の全体的福祉向上のために法律上から

も保障されており、議会の使命でもあります」というふうに書いているのです。ともすれば車の両輪と、

議会と行政との関係を車の両輪というふうに紋切り型に表現してしまいがちなところをよい意味での対立

の構図というふうに当時髙橋議長は真正面から捉えていました。このことを肝に銘じて、新議場でのやり

取りを私なりに行いたいというふうに思います。 

  本題に入ります。当初８月及び９月の二月にわたって実施される予定でありましたキャッシュレス決済、

ペイペイのボーナスポイント還元事業は、早々に予算額に達したため、８月いっぱいで打切りとされまし

た。このことにはもちろん賛否両論ありますが、私は妥当な判断だったと考えます。その上で、町はこれ

らペイペイにまつわる一連の出来事から何を学んだのでしょうか。新型コロナウイルス感染症との付き合

いが１年半以上に及び、社会の様々な面で緊急避難的対応から恒常的対応に徐々に変化を求められている

と思います。そうした中、経済的支援の在り方もより落ち着いて検討すべきであろう局面に至っていると

考えられます。ただし、緊急避難的施策がいまだ足りていないところはないかということには十分気を配
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ることは必要です。一方、新型コロナウイルス感染症があろうとなかろうと、町は地方政府として確固た

る経済政策を備えるべきであり、キャッシュレス決済ボーナス還元事業はそれとの整合性も取らなければ

なりません。難しいかじ取りですが、経済施策は限られた財源の中で最大限の効果をより公平な方法で得

ることができるかが常に問われます。町としてキャッシュレス決済ペイペイのボーナス還元事業に対して

冷静な分析がされていることを期待します。 

  次に、役場職員採用試験における受験資格に関してお聞きします。社会人と障がいを持つ方を除く行政

職の町職員の受験資格のうち、遊佐町に住所を有すること、また就学等の場合は父母等が町内に住所を有

することという住所要件が令和３年４月採用分については撤廃されましたが、これから採用試験が実施さ

れる令和４年４月採用分については僅か１年で復活しています。重要事項ですが、議会に経緯の説明もさ

れておりません。これはなぜなのでしょうか。人材は広く募るべきであり、多くの自治体で住所要件は設

けられていません。このことは、世の趨勢に完全に逆行しているのではないでしょうか。納得のいく説明

を求めます。 

  以上お尋ねして、壇上からの発言を終わります。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  それでは、一般質問２日目、第２番目の質問者であります５番、齋藤議員に答弁

をさせていただきます。 

  ペイペイの還元事業の停止から何を学んだのかという質問でありました。前回、定例会の補正予算で承

認をいただきました遊佐町キャッシュレス決済導入促進支援事業について、ＰａｙＰａｙ株式会社と連携

して「お買物は遊佐町で！ＰａｙＰａｙの利用で最大20％戻ってくるキャンペーン」を８月１日から９月

30日の予定で実施いたしたところでありました。当初の予想を大きく上回る利用をいただき、予算額を超

える見込みとなったことから、８月31日で早期終了とさせていただいたところです。実は事業開始１週間

で大変な金額が膨らみそうだという情報が毎日私のところには寄せられておりましたので、ではどうしよ

うやと。全協をやるか、それとも臨時会やるか、そして専決で行うかという形でありましたが、やっぱり

議会の承認を得た予算の事業の中で支払い等が９月から発生する中で、予算が完全に足りないということ

を何とか９月の議会で補正をいただくということを決定して、既に８月10日には８月末での終了の検討を

始めたところでありました。私は早めに気づいたので、これについては妥当なものだったのかと、このよ

うに理解をしております。このペイペイの質問のキャンペーンで何を学んだことについて質問であります

が、現地点では２つが考えられております。町内のキャッシュレス決済導入に一定の成果があったことに

ついては、キャッシュレス決済の威力というのですか、導入店舗数が目標の、140店舗と申しましたが、実

際には120店舗でのスタートになり、春先の40店舗から大幅に増加はしたものの、商工会との連携に導入促

進の成果と捉えております。２つ目としては、地域経済効果というのでしょう、促進に大きな効果があっ

たことであります。暫定値でありますが、８月31日までのキャンペーンの総決済額は１億8,659万3,693円、

還元額が3,491万7,698円となっていると伝えられております。１か月間という短期間で町の地域経済とし

て町内でこれだけの消費があり、お金が循環したことについては、昨年度がコロナ禍の異常な年でありま

したが、これらを一昨年度等と比較した場合どのぐらいの売上げ増になったのか、これから検証を始める

ということであります。新型コロナウイルスの影響が長期化する中での事業者の経済的支援に当たっては、
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切れ目のない支援と、より効率的で効果のある事業も今後継続してまいりたいと考えております。詳細な

キャンペーンの事業検証につきましては、これから事業者と利用者にアンケートを募り、その声をきちん

と受け止め、会議を開いて確認し、今後の地域経済対策に生かしてまいりたいと、このように考えており

ます。 

  ２つ目の質問でありました住所要件に関しての、なぜ復活したのかという質問でありましたが、職員の

採用試験における住所要件については、本町では職員の採用に当たり、職員の任用に関する規則第７条に

規定されるものを除き、競争試験の結果に基づき任用するものと定めております。遊佐町では、これまで

職員採用試験の区分、行政では受験資格に住所要件を付してきましたが、議員の指摘とおり、昨年度に実

施した採用試験の受験資格には優秀な人材を広く募りたいとの目的もあり、初めて住所要件をつけずに行

ったところであります。ところが、試験が終わって合格者が決定し、本人に通知するとともに、採用に向

けての承諾をいただく段になって辞退されるケースがありました。令和３年度の採用に関しては、最終的

にお一人の方の採用が決まったのが３月になってからという事態も発生しております。幾ら合格してから

承諾書を頂いても、最後の最後にキャンセルされる方が、そういう方に限って大体ほかも合格している、

他の団体も合格しているという理由があったのかと思っております。町としてはどうすることもできずに、

結果として町が採用を目指していた人数に届かなかったということが現実としてありました。このような

経過もありましたので、今年度は10月１日採用分で社会人枠で採用を決定して、今３名が合格して採用段

階に入っているということでございます。このような経過もありまして、今年度ぜひとも目指す人、人数

を採用したいという思いから、職員採用の区分、行政では受験資格に住所要件を付しての募集を行ったと

ころであります。技師とか障がいを持つ者につきましては、やっぱりまだ採用できておりませんので、住

所要件等には付しておりませんので、ぜひとも新年度でその中で町にどうしても、町で頑張りたいという、

そんな方がいらっしゃいましたら採用をいたしたいと、このように思っています。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  ５番、齋藤武議員。 

５ 番（齋藤 武君）  それでは、最初にペイペイのほうをお聞きいたします。 

  産業課長にお尋ねしますけれども、この事業名が長いのです。「お買物は遊佐町で！ＰａｙＰａｙの利

用で最大20％戻ってくるキャンペーン」といって、一々これ言うわけにいきませんので、便宜私のほうか

らこの時間、ボーナス還元事業というふうに言わせていただきます。 

  まず最初に、そのボーナス還元事業の利用実態ということで、２つの数値を確認したいと思います。１

つは、期間中の決済件数というのが幾つかということです。要するにお買物をした件数ということになる

と思いますけれども、それが１つ、もう一つは遊佐町民のうち一体実人数で何人の人がこの事業を使った

のかという２つ、まず話の基礎となると思いますので、お聞かせください。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えさせていただきます。 

  ただいま２つご質問いただきました。まず、初めの質問でございますが、全体の利用件数でよろしいか

と思いますけれども、利用件数につきましてはＰａｙＰａｙ株式会社のほうに確認を取らせていただきま

した。その回答でございますが、全体の利用件数につきましてはＰａｙＰａｙ株式会社側の社内規定で公
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表はできないといったような回答でございました。その理由もお尋ねをしましたけれども、ＰａｙＰａｙ

株式会社が不利益を被る可能性があるためで、営業上の理由によるものというご回答でございました。 

  もう一つであります。ペイペイの決済を行った町民の実人数につきましてでございます。こちらのほう

もＰａｙＰａｙ側に確認をいたしました。ペイペイアプリのシステムの特性上、実人数は分からないとい

った回答でございます。利用者が住所情報を入力しなくてもアプリが利用できること、また仮に入力した

としましてもそれはあくまでも自己申告であること、またＰａｙＰａｙ株式会社にとっては、全国展開を

されている事業所でありますので、利用者の住所情報ですとか、そういったものを把握するメリットが薄

いといったことが理由のようでございます。ＰａｙＰａｙ側では、利用者がふだんどの地域の店舗を主に

利用しているかという傾向はつかめるようでございますけれども、酒田市の店舗をよく利用する人が必ず

しも酒田市民ではないように、傾向からも実人数をつかむことはできませんといった回答をいただいてお

ります。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  ５番、齋藤武議員。 

５ 番（齋藤 武君）  そうなると、大事な数値がブラックボックスということになるので、なかなか検

証をするに当たっても大きな障害になるのかなと思います。検証はこれからというふうな話でしたけれど

も、この時間、僅かですけれども、私なりにちょっと検討してみたいと思います。 

  町としてもこの事業というのは初めてでしたので、やってみなければ分からないという試験的要素が大

きかったのだと思います。私自身もそうでして、やってみなければ分からないということもありましたの

で、このペイペイボーナス還元事業の補正予算に当たっては賛成をしました。ですので、これから言うこ

とは町を責めるということではないということをまずお話しさせていただいた上で中身に入りますけれど

も、広報ゆざの７月号に町民向けに説明があったわけですけれども、その中にどういう文言があったかと

いって私なりにピックアップすると、新型コロナウイルス対策の一環として非接触型決済の導入及び町内

の消費喚起のためボーナス還元事業をしますというふうに記されておりました。これを冷静になって改め

て読んでみると、この文章というのは新型コロナ対策の一環として２つのことをボーナス還元事業の下で

行うというふうな文書のつくりになっていると思います。１つは、その前段の非接触型決済の導入促進と

いうことなのですけれども、これは素直に読めばむしろ公衆衛生施策だと思うのです。経済対策ではない

のですよ。蛇足ながら申し上げますと、その現金のやり取りを介して新型コロナウイルスが蔓延したとい

う実例はほとんどないと言われております。実験上はお金の上にどれだけウイルスが残っているかという

データはあるようですけれども、実際お金を介して広がったということはほとんど言われておりません。

と私は理解しております。 

  もう一つは、後段の文字どおり町内の消費喚起のためということになるかと思います。ところが、この

文言には町内の消費喚起ということを書いてあるのですけれども、これだけだと一般的な経済対策になっ

てしまうと。要するに新型コロナウイルスとの関係性というのは希薄になってくるのです。もっと言い換

えると、業種を問わず事業をやったわけなので、その新型コロナウイルス対策というくくりをここに設け

ることが理論上、実は厳しいのではないかというふうに冷静になってみると思えるわけなのですが、そこ

ら辺産業課長としてどのようにお考えなのかお聞かせください。 



 - 78 - 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えをさせていただきます。 

  今回実施させていただきました還元事業でありますけれども、ご指摘のとおりキャッシュレス促進とい

うことで行ったもの、現金を介しての感染事例はないといったようなご指摘でございました。もともとコ

ロナウイルスの対策ということで国のほうから臨時交付金、そういったものが交付されてきたといったこ

ともございまして、そちらを何とか活用して町内の経済活性化、あと国のほうでも進めておりますキャッ

シュレス化の促進、それにつなげる事業ということでの整理をさせていただいて、まずは取り組ませてい

ただいたものとなっておりますので、こちらとしましてはそういった方針に沿っての事業を行ったという

ふうに理解をしております。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  ５番、齋藤武議員。 

５ 番（齋藤 武君）  目的と効果との牽連性というのは、やっぱり検証においてはっきりさせるべきだ

というふうに思います。どうしてもごっちゃになりやすいと思います。境目も曖昧なこともある。ごっち

ゃになりやすい。お金の出どころも一緒だったりすればなおのこと。だけれども、事業としてやっぱり独

立してある以上、そこら辺は冷静に分析する必要があるのかなと思います。 

  最初にお聞きした２つの数値、特に町民のうちどれだけの方がこの事業に使ったのかということは分か

らないということでした。そうすると、町民の公平性がどうのということに関してはもうそれ以上議論が

できなくなってしまうのですよね。ただ、一方でそんなことはどうでもいいのだと、誰だろうと、町民だ

ろうと町外の人であろうと、町がやっているこの事業に参加してくれて、遊佐町内でお金を使ってくれれ

ばいいのだという理論も成り立つのです。一方で。むしろ言い換えると実際の町民の利用者数が分からな

い以上、逆に誰でもいいという理屈しか成り立たないというふうにも考えられるのです。そうなると、そ

こはそこで一つの論点が生じるわけですけれども、そのことを事業をやる前にあらかじめ考えておいてあ

ったのか、それともそれはなかったけれども、結果として実際の町民の利用者数が分からないということ

において、そこら辺はどういうふうに現段階として産業課長として整理されているのかをお聞かせいただ

きたいと思います。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  なかなか難しい質問ということになりますけれども、当初の段階、遊佐町で実

際事業をやる前にはほかの庄内の市町、鶴岡、酒田、庄内町のほうで実施をされていたわけで、そのとき

いろいろ情報等もいただいてはございました。どの市町村にお住まいの方が使っていただいているのかと

か、そういった情報はいただけないというようなお話ももともとありましたし、やはり経済支援といたし

ましては町内の皆さんからお金を使っていただくだけではなく、周辺の自治体にお住まいの方からもぜひ

遊佐町に来ていただいて遊佐町を知っていただいて、お金を使っていただいて町の商店の支援につなげて

いただきたいなという思いがございましたので、最初の町長答弁の中にもございましたけれども、想定以

上の効果、お金が、消費があったということで、こちらのほうでは評価をさせていただいております。 

議 長（土門治明君）  ５番、齋藤武議員。 

５ 番（齋藤 武君）  新型コロナウイルス対策として経済対策というのは必要だと思います。やっぱり
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なければ困る人が確実にいると。その人が、一部の人が困るわけではなくて、最終的には我々全員が困る

ということになってくるのだと思います。なので、経済対策が必要だということに私はなるのだと思いま

すけれども、そうしたところ隣の自治体、あそこの自治体、ここの自治体でボーナス還元事業をやってい

るという情報が来れば、それだけかなり気が気でなくなるのではないかというふうに私は思うのです。多

分今年度の当初の段階では、産業課長はもう気が気でなかったのではないかと。それこそ浮き足立つ感じ

ですよね。当然町内からは何で遊佐町やらないのだという声が来る中において、どうしたらいいのかなと

いうふうに揺れ動くことがあったと思うのですけれども、そういうときに落ち着いて考えるというのを、

後になって言えるわけですが、検証ですのでお聞きするわけですけれども、そのボーナス還元事業をやり

ますよというのを決めるまでの間にそれ以外の国だとか県だとか町で経済支援策があったわけですけれど

も、それによって真に困っている業種、あるいは事業者の方に十分必要な支援が行き届いていたのかとい

うことはちょっと確認したいと思うのです。ボーナス還元事業の前にそこが十分だったのか、それともそ

この確認が十分ではなかったのか、そこら辺はいかがですか。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  事業の実施前に確認が十分だったのかというお尋ねでございました。遡ってみ

ますと、振り返ってみますと、このペイペイの還元事業につきましては４月当初の時点で一応計画には上

がっておりまして、どのような形でどのようなタイミングでやるかといったところが４月に入ってからの

課題というふうに思っておりました。いろいろ経済対策事業をやる際の参考といいましょうか、それを検

討する際にこちらどのようなことをしているかということになりますけれども、現時点では商工会さんを

通して町内の商店等の声を確認して把握をすると、逆に言うと商工会からの情報をいただいた上で把握を

せざるを得ない状況なのかなというふうにも思っております。個別の事業所のほうにこちらから確認をす

るというのもなかなか物理的に難しいということもありますし、時間と労力がかかりますし、本当に厳し

い時期に支援が遅れるとか、そういったことも出てくるのかなというふうに思っておるところであります。

検証をきちんとした上で実施したのかということからしますと、その辺は少し甘かったのかなというふう

な反省はしております。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  ５番、齋藤武議員。 

５ 番（齋藤 武君）  その上で、今回のボーナス還元事業というのが行われたわけですけれども、話は

出しておりませんけれども、以前から議会に頂いた資料を見ますとボーナス還元事業で消費者の方が行っ

たお店というのがやっぱりかなり私なりに見ると偏りが、偏りがあると言うと言い方は不適切かもしれま

せんけれども、満遍なく業種に散らばっていないというのは実際事実だと思います。そう考えたときに、

今回のボーナス還元事業によって本当に困っているであろう事業者のところに十分な経済対策があったの

かという疑問も当然生じるわけなのです。あくまでも新型コロナウイルス対策というふうにしてやってい

るのであれば、真に困っている事業者、業種にお金が行ってしかるべきだと私は思うのですが、そこら辺

はいかがだったのでしょうか。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えさせていただきます。 
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  先ほどのこちらの答弁と同じようなことにもなるかもしれませんけれども、どの業種がコロナ禍で厳し

い状況にあるかといったことにつきましては、現在、商工会と確認して把握をせざるを得ない状況にある

ということ、各事業者を調整すると時間と労力がかかりまして、本当に厳しい時期に支援が遅れることも

想定されてくると思います。できればということになりますけれども、まずは厳しい状況にある事業者の

皆様側から町に声を上げていただきたいというふうに思っております。昨年度のコロナ助成金支援の事業

のように、最初本当に厳しいと思われる業種を絞って支援をさせていただいたわけですけれども、ほかの

業種が次々と支援を町に要請するといったことがあったというふうに聞いております。できれば町の中小

事業所を一つの業界と捉えまして、商工会さんをまとめ役として業界全体の総意を町に届けていただくと

いったことをお願いできないかなというふうに思っております。それに沿いまして支援策を実施していき

たいなと思っておるところです。 

議 長（土門治明君）  ５番、齋藤武議員。 

５ 番（齋藤 武君）  私は経済学部出身でもありませんので、経済は詳しくないのですけれども、経済

に関しては様々な格言というのが昔から言われております。例えば渋沢栄一は、経済には論語とそろばん

が大事だと言ったというのはよく伝えられております。あるいは、ある経済学者はこのように言っている

のですけれども、昨今の世相に対して、今だけ、金だけ、自分だけと、こういうことでいいのかというふ

うに警鐘を鳴らしております。先ほど50％だという、あるいはそれ以上だという景気のいい話があったわ

けですけれども、それはそれで一つの考え方であるのでしょうが、ここで言うのは釈迦に説法で申し訳あ

りませんけれども、やっぱりその財源がまず限られるということはもう明らか。それから、中川総務課長

もおっしゃっていましたけれども、町としていいかもしれないけれども、そもそもは大本は国の税金であ

るという話。それは、国が十分な財政状況であればまだしも、そうでない状況であれば結局後年度負担に

なって我々、あるいはその次の世代、さらにその次の世代というふうに返ってくるということ。タコが自

分の足を食うようなこともあるかもしれないという中において、やはりよくよく慎重に、かつ必要なとこ

ろには施策を講じるということが、もうめり張りが非常に大事になってくるかなというふうに思います。

先ほどの話と繰り返しますけれども、最初のうちは何かをしなければいけないというふうに浮き足立つわ

けですけれども、いつまでもそういう状況というのは続けられるものではない。やはり段階もいろいろ変

わってきていますので、そこら辺は冷静になって考えて、場合によっては憎まれ役になるかもしれません

けれども、長い目で、中長期的に見てやっぱり対応することが必要かなというふうに思っております。 

  余談ですけれども、農家の話になりますけれども、番水というのがあるのです。何かというと、番は当

番の番、水は水です。ウオーター。夏、水が少ないときの話です。穂が出てきて今から実るというときに

水が足りないということ、しょっちゅうあります。今年もあったのですけれども。そういったときどうす

るかというときに、全ての用水路に均等に水を流すと足りなくなるのです。ですので、時間を区切って、

あるいは日にちを区切って、この用水路だけに水を流すというふうに集中してやるということがあります。

その用水路だけその日だけ集中して水入れてくれと、次は交代交代ということをやることがあります。土

地改良区のあれで言えば、よく偶数、奇数という、札も立っておりますけれども、それは一種の番水です。

経済においても、薄く広くお金をまくと確かにいいではないかというふうになるかもしれませんけれども、

結果として何も残らないということもあり得るので、場合によっては、財源限られているのであればまと
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めて、本当に必要なところに集中するということは必要なことも十分あるのかなというふうに思ったりし

ますので、非常に難しい判断だと思いますけれども、いろんな方の声を合わせてぜひ今後とも当たってい

ただきたいというふうに思います。 

  あと、もう一つ付け加えるならば、商売をしている方に景気はどうですかと聞くと、まず間違いなく苦

しいと。うちはもうかってしようがないと言う人はまずいないと思うのです。それは、コロナウイルスの

こともあるかもしれないけれども、そもそも人口が減っていく、高齢化しているという中において全体的

な傾向もあるので、そこら辺の峻別も必要だと思うのです。全部一緒くたにして、では経済対策というと

それも収拾つかなくなると思いますので、そういうことの見極めも必要かなというふうに思いますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  次の、ちょっと時間がないので、申し訳ないです。町長にも…… 

  （「俺答える」の声あり） 

５ 番（齋藤 武君）  はい。すみません、次に行きます。 

  職員の受験者資格に関することで、これはまず町長にお聞きします。なぜかというと、私この件に関し

て平成29年の２月議会でお聞きしたわけなのですけれども、それから令和３年４月採用分については先ほ

どありましたとおり住所要件が撤廃されたわけなのですけれども、平成29年２月議会から令和３年４月採

用分の決定までの間ずっと関わっていて、なおかつこの議場にいらっしゃるというのは多分町長だけだと

思うので、具体的にどういう議論がされた上で一旦は住所要件が撤廃されたのか。先ほどお話あったかも

しれませんけれども、重なる部分あるかもしれませんが、簡潔で結構ですので、その経緯をお話しいただ

きたいと思います。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  行政一般職で住所要件、取っ払ったほうがいいのではないかという齋藤議員から

申出もありましたが、実際採用試験して、私自身はテスト順に、基礎持ち点、そして二次試験、点数順に

並べて、ちょうど広域行政組合の消防等の職員採用と同じようなルールでやっぱりやらないと、透明性持

たないと駄目だということをしています。それから、第一次、一次試験に関しては偏差値50、いわゆるテ

ストを受けた人の平均ではなくて全国の偏差値50をクリアしないと二次試験には進めないというハードル

を設けております。これは就任以来全く変わっておりません。そして、実は去年、おととしからいわゆる

承諾書を出しても最後の最後に就職できません、電話でキャンセルですか、最終的には、そういう方が３

名ぐらい続きました。どうなのだろうといったときに、ほとんどがその先ほど答弁しましたほかにも合格

しているので町に来れないということが続いておりました。やっぱり生まれ育った、合格したらほかの町

には来てもらえないのだなという経緯。特に面接で、２つあなたは受けていますけれども、合格したらう

ちの町に来てくれますかという質問は副町長を通して繰り返し質問させていただいておりましたが、その

試験では、うん、分かりました、遊佐町に来ますって言っていた方が結局は最後には町ではなくて、その

生まれ育ったところに就職なさるということが続いておりましたので、やっぱり町出身で、町を愛して町

のことがよく分かる、そんな住所要件というのはなかなか大変なのだな、外してもなかなか来てもらえな

いのであれば、逆に言うと町の若い世代をしっかりこの町で、そして町のために働いてもらう機会を十分

に、チャンスをつくるという形でいけば、住所要件を外すよりもあったほうが我が町の若い世代、次の世
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代から遊佐町役場を選んでもらえるという町にあってほしいなと思ったところです。一遍社会人になって、

そして途中から遊佐町職員に奉職された方も、年度の途中で若い世代が希望退職というのもありました、

実際。何でなのだろうといったら、ちょうど理系の学校を出て民間の事業所に行ったのですけれども、事

業うまくなくて遊佐町に来たのだけれども、結局景気が回復したらやっぱり自分の進みたい道に行きたい

という希望があって、若い世代が遊佐町に採用しても辞めていくという形も非常に残念でありましたので、

それら等、何とか町内の若い世代に機会を差し上げたいという思いでこのような形になったところであり

ます。 

議 長（土門治明君）  ５番、齋藤武議員。  

５ 番（齋藤 武君）  続きまして、総務課長にお聞きいたします。 

  私なりにこの件というのは非常に重要な件だと思いました。だから、この場で聞いているわけですけれ

ども。その前に、既に議会に、全員協議会等で町から説明があって、しかるべきことだったのかなと。要

するに今やっている採用試験が住所要件が復活したということに関しては非常に、しかも１年でですから。

朝令暮改という言葉は使いたくありませんけれども、ころっとなったわけですので、そこは議会に説明し

てしかるべきだったと思うのですが、それをされていないというのはそれほど必要ではなかったのかなと

いうふうに総務課長はお考えだったのか、そこら辺はいかがでしょうか。 

議 長（土門治明君）  中川総務課長。 

総務課長（中川三彦君）  お答えをいたします。 

  私もこの４月からこの職務ということもございまして、これまでもこういった採用試験の条件だとか内

容につきましては議会のほうには特段説明をしてこなかったというふうに申し送りで聞いたような記憶が

ございます。だからといって説明をしなければいいということではないのでしょうけれども、それに従っ

て今回についても特段説明をしなかったということでございます。 

議 長（土門治明君）  ５番、齋藤武議員。 

５ 番（齋藤 武君）  数年置きに住所要件が出たり引っ込んだりしているという中において、今まで当

局が議会に説明していなかったのであればそれは理屈が成り立つのでしょうけれども、住所要件に関して

なくなってまた復活したというのは今回ここ一、二年の動きなのです。ですので、それはやっぱり前例だ

とかいうことではないというふうに私は思います。 

  次に、副町長にお尋ねいたします。平成29年の２月定例会のときは副町長がちょうど総務課長でバトル

をした覚えがあるのですけれども、町長のお話では住所要件を復活させた理由の一つとして、大きな理由

なのでしょうけれども、キャンセルが多かったというふうな説明があったと思います。では、その理屈で

言うならば、ほかの自治体も住所要件を復活させるはずなのです。ところが、復活させていない。あると

ころはあるかもしれませんけれども、基本的にキャンセルがあったからということだけで住所要件を付加

させているということはかなり少ないのではないかなというふうに思います。ほかの自治体でそういう事

例があったらお話しいただきたいのですけれども。この世の中、キャンセルというのはある意味出るのは

当たり前だと思います。当然応募者もよりよい条件のところを探して職を探すという側面は否定できない

のです。遊佐町が好きだからそこに目指していくというのはそれは理想論ですけれども、それだけではな

くて、より条件のいいところをやっぱり選ぶというのはそれは当然だと思います。その中でキャンセルと
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いうのが発生するということもあり得ると。そういう中でほかの自治体は募集、採用活動をしているわけ

なのです。そこで、そういう中において遊佐町が、悪い言い方ですけれども、キャンセルが出たからとい

ってびびって、おじけづいて、では住所要件を復活させますということで果たしていいのですかという疑

問が私はあるのです。あまりにも井の中のカワズではないかと私は思うのですけれども、副町長、そこら

辺はどういうふうに思いますか。 

議 長（土門治明君）  池田副町長。 

副町長（池田与四也君）  お答えをいたします。 

  キャンセルという表現で話なされておりますけれども、受験自体、あるいは最終段階で不承諾、合格し

ても不承諾というふうな状況が生まれてきたというのがこれまでの事例であります。特に町外者の方にそ

ういう傾向が見られたというのが、これはだからこれ一点を取って住所要件をつける、つけないと判断し

ているわけではございません。一例、重要な要素の一つだというふうにご理解いただければと思います。

29年２月にも申し上げたかもしれませんが、そのとき一定の管内等の自治体の調査をしておりました。自

治体名は避けますけれども、例えば遊佐町より小さな自治体に関してはなかなか募集しても応募者が確保

できないというふうなことがあって、もうやむにやまれず近隣の市町にもこれは範囲を広げなければとい

う状況の中で、言葉は悪いのですが、追い込まれた形での住所要件を撤廃したという例もありますし、お

っしゃるとおり幅広く人材を、単純に多様な人材を確保しようというようなことで、住所要件をはなから

撤廃しておった自治体もありました。そこにはメリット、デメリットもやはりあるわけでありまして、例

えば追い込まれ型という、ちょっと言い方悪いな、やむにやまれずといったところの実態に関しては、や

はり町民と職員との関係が親しみやすさという点でその当該町民の方よりは若干差異があるかなというふ

うな、町民からもそういう声が聞こえているというふうなこともございました。それは、本人の資質ある

いは育て方といった面でも解消できる部分でもあろうかと思いますので、特段の判断要素とはしていない。

単純に例を申し上げさせてもらいましたが、先ほど町長のご答弁にもありましたとおり、町内の、この町

の若い世代に関しまして、基本的には有為な人材が多くいるのだと、そしてその有為な人材を発掘して、

応募していただいて、採用につなげて町づくりに貢献していただくのだというのが基本的な、我々の基本

的といいますか、根本的な考えのベースにあろうかと思います。これが基本にありまして、先ほどの採用

の辞退のリスクをより回避したいと、確実に採用に結びつけたいということがございます。一般町民はじ

め、新卒者の声を我々間近に聞く機会が多いわけであります。遊佐町役場への入所希望が多いと昨今感じ

られますので、そういった社会の趨勢、社会趨勢はそういうことでございますので、第一は町民ニーズに

応えていきたいというのが大きな判断の一つにもなろうかと思います。今後、応募の状況、採用の実績い

かんではこれまで同様、住所要件の撤廃も今後あり得る、何も住所要件をつけるということを絶対視して

いるということではございませんので、ここは現実的な判断もこれからあり得るのだというふうにご理解

いただければありがたいかなと思います。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  ５番、齋藤武議員。 

５ 番（齋藤 武君）  優秀な人材に役場職員になってもらいたいということは、29年の２月議会の答弁

でもあったフレーズだと思いますけれども、だとすれば優秀な人材であればオープンの試験で合格して役
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場職員になれるはずなのです。そこで何でクローズにするのか。理屈が通らない部分があるというのを私

はまず今聞いて思いました。 

  それから、法律の上で話をしますけれども、役場職員、地方公務員の受験資格については、憲法は別に

して、地方公務員法の19条というところに規定があります。これは、29年の２月議会でも私が触れたので

すけれども、そのときはただ紹介しただけで、直接は聞いていないので、今回はストレートにお聞きしま

すが、その地方公務員法19条で受験の資格要件についてこういうふうに規定しているのです。受験者に必

要な資格というのは職務の遂行上必要な最少かつ適当な限度で客観的かつ画一的に定めるというふうにさ

れているのです。ここの中では、みそは職務の遂行上必要な最小限度ということになると思うのですけれ

ども、果たして遊佐町役場の職員の採用試験において住所要件を設けることが、一般職ですよ、一般の普

通の行政職で意味があるのかということなのです。世の中ある事例として、私は妥当だと思うのは消防士

の採用試験。この住所要件というのはあって、それは事後的な話ですけれども、合格した後はこの市のエ

リア、あるいは行政組合の中に住んでくださいよというのがあって、それは非常に合理的だと思うのです。

非番であろうが、大規模災害のときは行かなくてはいけない。それは合理的な住所要件だと思うのですけ

れども、遊佐町役場職員の採用試験において事前に遊佐町でなくてはいけないと、遊佐町町民、住民でな

いといけないと、それに準じる人も含めますけれども、というのが職務遂行上どういうふうに必要なのか、

私はこれ説明できないと思うのです。そうなると、今遊佐町でやっていることは、最近近似の判例はない

ですけれども、この法律を、19条を素直に読むと非常にグレーのような気がします。ですので、町長、副

町長、総務課長がいろいろこれこれこういうことだからこうなっているのだと言っていますけれども、法

律はそういうことではないのです。ですので、やっぱりそこら辺も見ていただいて、その上で判断してい

るというのであればまだしも、私は違うのではないかなと、現状は。そこら辺、副町長はどう思いますか。 

議 長（土門治明君）  池田副町長。 

副町長（池田与四也君）  お答えします。 

  先ほども申し上げましたとおり、いろんな観点から最終判断をさせていただいているということで、昨

年度はやはり募集の状況が思わしくないであろうと、住所要件をつけてはなかなか確保がおぼつかないで

あろうというようなことで撤廃をしてみたところ、残念ながら思うどおりいかなかったと。一説には、必

ずしも間口を広げることによって応募が多いとかいうことはない、逆だという説もあります。優秀な人材

を募集したいのだったら、よりピンポイントで対象を絞って募集をしたほうがいいのだというふうな説も

あって、実際にそういうふうな、民間ではそんな形での採用の形を取っておるところもあると伺っており

ます。決してこれもそれを絶対視しているというわけではございません。これはその時々の状況判断。先

ほども申し上げましたとおり、遊佐町役場に入所をしたいと、そして行政運営に貢献をしたいというふう

な町民ニーズが相当多いというふうなことも大きな判断の要素だというふうにご理解いただければありが

たいと思います。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  ５番、齋藤武議員。 

５ 番（齋藤 武君）  先ほども申し上げたとおり、オープンで募集すれば遊佐の町民でも手を挙げられ

るのです。ですから、そこは遊佐町民が応募に、要するに募集に応じることができるということはクロー
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ズだろうがオープンだろうが変わらないので、そこは理屈は成り立たないと思うのです。ということと、

いつまでも時間がないのであれですけれども、やはり法律は、民間企業であれば雇用契約の自由の範囲で、

常識的な中でかなり自由にできるでしょうけれども、公務員の募集をやっているわけですので、ですので

やっぱりこれは地方公務員法19条の範疇になるだろうというふうに思います。 

  もう一つ言うならば、年によって条件が違うというのは受験者にとっても困る話なのです。例えば国家

試験、行政書士であればこういう試験が法律から出ますよというのが決まっています。それが変わること

もあるのですけれども、毎年毎年は変わりません。それは、常識的な試験対策できないからなのです。で

すので、ひょっとしたらば大学入ってすぐ、あるいは高校へ入ってすぐに遊佐町役場職員なりたいという

ことで受験対策をしている人もいるかもしれません。その人にとっては、年によって住所要件が出たり入

ったりするというのはやっぱり困ることということもあるのかなというふうに思います。 

  最後、昨日のやり取りの中で、専門性の高い職員もという話がありました。その中で質問議員は、東京

の大学等に行って募集をしているのかという話をしたときに、執行部の答弁はしていませんということで

した。これは非常に残念なことなのです。確かに町外の人がいきなり来て最初は戸惑うこともある。言葉

も分からない、右も左も分からない、人も分からない、屋号も分からない、何も分からないという中で、

最初は戸惑いつつ、町民も戸惑うという中において、だけれども暮らしていく中においてだんだんなじん

でいくと、そういうことを遊佐の人も、結局我々もどこからか来ているわけですので、そういう人が常に

入って、血が新しくなっていって、遊佐町が不死鳥のように今まで続いてきているわけなのです。代表例

が、具体的に言うと地域おこし協力隊がいい例だと思います。まさに旅の人で新しい血が入ってきている。

そういう点もやっぱり怖がってはいけないのだと思います。手近なところで済まそうという言い方はした

くありませんけれども、やはりそれは大局的に全国から見てどうなのかというようなことも考えて、ぜひ

それは対応をいただきたいなというふうに思います。確かに遊佐町の待遇、それはある民間企業に比べれ

ば給与水準は厳しいというのはひょっとしてあるかもしれません。だけれども、意気に感じて働きたいと

いう人をいかに増やすかというところだと思うのです。そこが回り道のようでも職員を安定して確保する

ということに最終的にはつながるような気がしますので、ぜひ総合的に考えて向かっていただきたいとい

うふうに申し上げて、私の質問を終わります。 

議 長（土門治明君）  池田副町長。 

副町長（池田与四也君）  ありがとうございます。ただ、最後のくだりでちょっと気になったのですが、

手近なところで済まそうという考えは全くございません。よろしくお願いします。お言葉にありました手

近なところで済まそうということは考えておりませんので。 

  それから、１年で要項を変えてということになってしまいましたが、さきの質問で朝令暮改というお言

葉がありました。できればそういうことは避けたいと思いつつ、住所要件をつけさせてもらった。これか

らはしっかりと腰を据えて、新しいことを始めようとしたとき特にそうなのですが、３年くらいは続けて、

その実績等を検証しながらということは行政運営の鉄則でございますので、そのように努めていきたいと

思います。何といっても有為な人材を第一にこの町から発掘すべく努めてまいりたいなというのが今の姿

勢でございます。 

  以上です。 
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議 長（土門治明君）  これにて５番、齋藤武議員の一般質問を終わります。 

  午後１時まで休憩いたします。 

  （午前１１時５３分） 

 

              休                 憩 

 

議 長（土門治明君）  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  （午後１時） 

議 長（土門治明君）  ４番、佐藤光保議員。 

４ 番（佐藤光保君）  日本共産党の佐藤光保です。質問に入ります。 

  まず１番目に、遊佐町沖洋上風力発電事業計画についてお尋ねします。町民の理解と合意を得るための

情報公開は十分になされているかということであります。遊佐町沖洋上風力発電事業計画について、これ

まで洋上風力発電研究・検討会議、遊佐沿岸域検討部会、地区別説明会が開かれてきました。県ホームペ

ージに議事録が公開されているとはいうものの、県民、町民はホームページを見れない人がほとんどか、

相当いらっしゃいます。したがって、町は広報紙、広報ゆざを持ち、しかも今までのように県や事業者に

よる説明会の単なるお知らせにとどまることなく、洋上風力発電事業に対する町の姿勢を明らかにした上

で町民にきちんと知らせ、理解と合意を得ることが必要であると考えるものであります。もちろんこれか

ら開かれる法定協議会も議事録を作成し、傍聴も認められる必要があります。 

  次に、町のメリットはどうかということであります。現実は電力会社をはじめとする大企業のもうけ優

先で、エネルギー産業は牛耳られております。しかし、これからは地域住民無視の大規模開発ではない、

住民参加、町民参加の地域を潤わせる再生可能エネルギーでなければならないというふうに考えます。人

によっては東北全域が停電になっても遊佐町が洋上風力の電気を使えるようにできるかというようなこと

をメリットとして捉える場合もあろうかと思います。 

  次に、洋上風力の規模と景観等への影響はどうかということであります。沈む夕日が見られなくなるこ

とにとどまらず、飛島航路からの眺望、さらには影鳥海がどのようになるのか、動画によるモンタージュ

で示されたいという町民の声があります。 

  次に、低周波、騒音等についてであります。２キロ離れるとそういったものはないなどという話もある

わけですが、１基１万キロワット以上のものが集中立地する条件を適用し、新たな指針となっているので

しょうか。以上、第１問でございます。 

  次、第２問、地域で守る子供の未来についてお尋ねします。長引くコロナ禍の下、子供たちが安心して

教育を受けられるよう、小中学校で生理用品を無料で使えるようにできないかということであります。こ

れは、今年の６月、新日本婦人の会山形県本部が町長へ要望書を提出いたしております。要望の内容は、

長引くコロナ禍、子供たちが安心して教育を受けられるよう小中学校で生理用品を無料で使えるようにし

てください。子供たちが安心して学校生活を過ごせるよう生理用品をトイレットペーパーのように学校の

トイレに設置するようお願いします。経済的理由だけでなく、生理用品を買ってほしいと言えない子供も

います。また、短い休み時間の中、移動教室や着替えを行うなど子供たちの生活は忙しく、生理用品を教
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室に取りに戻ることが難しい場合もあります。生理用品は、健康な生活を送るための必需品です。子供た

ちが不衛生な状態に置かれたり、経血で服や椅子を汚す不安を減らすために生理用品をトイレの個室に常

備するようお願いします。 

  以上、壇上からの質問になります。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  私から４番、佐藤光保議員に答弁をさせていただきます。 

  まずは、第１点目の遊佐町洋上風力発電事業計画についての質問がありました。山形県が進める洋上風

力発電導入推進の取組の背景には、再生可能エネルギーの主力電源化による地球温暖化対策とエネルギー

の自給率の向上並びに県内産業の振興及び地域活性化を図る県のエネルギー戦略があり、豊かに賦存する

自然エネルギーを活用した再生可能エネルギーの開発を促進、地域導入を進め、エネルギーの安定確保を

目指すというエネルギー政策に基づくものと考えます。一方、遊佐町においても東日本大震災や福島第一

原子力発電所の事故の経緯を踏まえ、安全、安心なエネルギーの確保をすることを課題とし、エネルギー

の地産地消による町づくりを基本理念とする遊佐町エネルギー基本計画を策定しており、再生可能エネル

ギーの導入を進める中で、地域に根差したエネルギーの活用を図っていくことは、環境自治体を標榜する

遊佐町の責務であると認識をいたすものであります。こうした状況の下、庄内沖は恵まれた風況にあるな

ど、大きな可能性があることを前提に、県が管理をする一般海域における洋上風力発電の在り方に関わる

地域の合意形成に向け、課題の抽出や対応策等の議論を行うとともに、関係者間の理解促進に資する調査

研究を行うため、海域利用者や経済団体、関係行政機関などによる山形県地域協調型洋上風力発電研究・

検討会議が平成30年７月に設置されております。さらに、具体的な検討を行うための地域部会として、遊

佐町の沿岸を対象にした遊佐沿岸域検討部会を同じく７月に設置され、これまで継続的に部会を開催して

きたところであります。また、あわせて毎年町からの要望により、町内各地区ごとに山形県による事業説

明会を開催しており、今後も継続し、説明会の開催を要望してまいります。 

  なお、洋上風力発電事業計画の環境アセスメントについては、昨年度、７月に４社３事業体、８月に２

社１事業体、10月に３社３事業体、１月に２社１事業体の合計11社８事業体が、また今年に入り５月に１

社１事業体が環境影響評価の手続の４段階のうちの第１段階である計画段階環境配慮書の縦覧を実施済み

であります。また、今月は１社１事業体が環境影響評価方法書の縦覧を予定しております。縦覧が開始さ

れますと、山形県知事より町の意見が求められますので、町環境審議会へ諮問し、これに対する答申を受

け、山形県知事へ町の意見書を提出することになります。これまで町は山形県へ、事業規模が大きいこと

から、騒音及び低周波の影響、環境への配慮、ハクチョウ等の鳥類への影響、サケ等海洋生物への負荷低

減に向けて取り組むことなど、また風車の機種についてはコストによる選定ではなく、安全面に最大限配

慮すること等の意見を提出いたしております。洋上風力発電事業については、今後もあらゆる機会を利用

し、町民への説明会の開催を山形県や事業者に求めていきたいと考えておりますし、そこから上がってき

た町民の疑問、不安が解消されるように山形県への意見に反映させていきたいと考えております。 

  ２番目の質問でありました地域で守る子供の未来についてということで、小中学校での生理用品の無料

で使えるようにできないかという質問でありました。今般、生理をタブー視せず、生理のある誰もが生理

用品を入手できる状態にするという世界的な流れの中で、様々な問題が可視化されるようになり、日本も
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例外ではなく、生理の平等化において問題視されるようになってきております。昨今の新型コロナウイル

ス感染症の影響が長引く中、経済的な困窮や家庭的な背景など、様々な事情により生理用品を用意するこ

とが難しい女性や女子児童生徒に対する支援が課題となっているところであります。いわゆる生理の貧困

が社会問題になっている中で、支援を求める声が高まっており、国や自治体にも対策が迫られてきており

ます。この問題は、やはり小中学校に限らず、社会全般の問題として検討していくことが必要であり、そ

の中でも経済的な困窮や家庭的な事情等を考慮しながら対処していくことも大切であると考えておりま

す。他市町の事例を見ますと、福祉サイドで生理用品サポート事業として、先ほど申し上げた生理の貧困

と考えられる市民及び市内の学校に通う児童生徒、学生に、希望する方に対して生理用品を無償で配布し

ているケースや、コロナ禍により経済的に困窮している町民及び児童生徒に対して生理用品を無償提供し

ているケースも見られます。今後、必要に応じては関係部局と連携しながら、学校での対応強化を図るよ

う進めることも必要であると捉えております。 

  さて、ご質問の生理用品をトイレの個室に常備するとのことですが、現在、遊佐町の小中学校では各学

校の配当予算で購入した生理用品やメーカーからのサンプルを保健室に常備しております。これによって

突然の場合や忘れてしまった女子児童生徒がいつでもすぐに利用できるよう対応しておりますが、今のと

ころ、利用する児童生徒はそれほど多くない現状にあります。また、小中学校の現場においても女子児童

生徒が様々な事情により困ったときにいつでも相談しやすい環境を大切にしていくことはもとより、学校

以外の場においてもいつどんなときでも対応できるよう自己の管理を行うことの教育も必要であると考え

ております。したがいまして、現状を踏まえまして、当面はこれまでと同様の対策として保健室に生理用

品を常備し、必要な児童生徒への無償配布を行うこととし、児童生徒の抱える様々な現状の把握に努めな

がら、子供たちに寄り添った相談支援を行ってまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  ４番、佐藤光保議員。 

４ 番（佐藤光保君）  今回この質問をするに当たり、私の知人がフォトモンタージュを作ってくれまし

た。ちょっと作ってみたのだけれどもというふうにして作ってくれたのです。それで、それを示す予定で

おったのですが、ちょっと精度の点でクレームがつきまして、示しません。ただ、私は考えるのですけれ

ども、このフォトモンタージュというのは、精度の問題というのはあるかもしれませんけれども、完全な

ものはそもそもないのだろうというふうにして考えております。というのは、作るものが仮想のものだか

らです。仮想世界、仮想空間のものだからです。それで、精度の差はあったにしても、そういったものを

これはどうもというふうな形でクレームをつけるというのは、やはり人にそれを提供しようとした人間、

今回で言えば私の知人なんかが当たるわけですが、そういった人に不安を募らせることになると思います。

それで、その不安というのは不信につながっていくというふうに心配します。そういうことがまず今回の

質問の関係ではありました。それで、その人に私も急に出されないことになったものだから連絡したので

すが、そしたら彼の言うことには、そんなことを言うぐらいなら町で役場で100万円くらい出して作ったら

どうかと、相当立派なものができるぞというふうな言い方をされました。これに対する需要というか、見

たいという声は本当に私の周りにも多くあります。 

  質問を続けます。洋上風力に係る町政座談会における町民の発言などを見るとき、町民の理解醸成の不
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十分さを痛感させられます。本当に考えようによっては四、五十万キロワットの発電所を洋上に造って、

町はエネルギー基地かなんかになるのだろうかというふうな気もするわけです。そこでお尋ねします。現

在でも町内は結構再生可能エネルギーがあると思うのですが、町全体で見たときにその需要量と、それか

ら発電量、これはどのような状況になっているのかお尋ねします。特に、まだ稼働していないわけですけ

れども、近い将来として大規模なバイオマス発電というのも予定されています。答弁お願いします。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  町の電力需要と再エネによる発電量の比較というようなご質問であったと思います。令和元年度に町の

エネルギー基本計画の進捗点検、実施してございます。令和元年度に東北芸術工科大学の三浦先生のほう

に進捗点検、お願いいたしました。そのときの中間点検の結果でございますけれども、遊佐町における、

令和元年度時点でございますけれども、町内の電力消費量につきましてはおよそ60ギガワットアワー、そ

して主な再生可能エネルギーによります施設によります発電量でございますけれども、推定でございます。

風力発電が62ギガワットアワー、そして太陽光発電が53ギガワットアワー、合計115ギガワットアワーとな

っている中間点検の結果報告をいただいております。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  ４番、佐藤光保議員。 

４ 番（佐藤光保君）  今の説明を伺っても、需要に対して既に風力だけでそれを若干上回っております。

太陽光の分はまたさらにそれを、その分そっくり上回っているということになろうかと思います。エネル

ギーの地産地消、それから自給という言葉が出てくるわけですが、どうもそういった言葉と実態が何か合

っていないという、そういう気がするわけです。ただ、そうは申しても、気候変動の対策のために、また

脱原発のために風力発電など再生可能エネルギーの積極的導入は必須であるというふうに私も考えており

ます。ただ、原発ゼロ、気候変動対応から再生可能エネルギーの重要性は理解するわけですけれども、そ

れとこの遊佐町沖の洋上風力発電事業の是非は別であるというふうにして考えざるを得ません。 

  その問題点を少し述べてみたいと思います。まず、景観でございます。景観については、先ほどそうい

う飛島からの風景、ひいては影鳥海がどういうふうに映るのかというようなことで申し上げました。それ

以外にも一変するだろうと、我々のイメージとは。そういったことを、この景観への影響が大きいと思い

ます。あと、次に言われるのが騒音なのですが、先ほども61万キロワットのものが例えば50個集まったら、

そういうふうにして環境影響配慮書で２キロ離れたらもう実は問題ないというふうに言うけれども、物が

そういう50も集まった場合のもののそういう基準、仕様になっているのだろうかと、あの評価書そのもの

は。そういう疑問があります。と申しますのも、最近私こういう経験をしました。ある人が、この間雨が

続いたときですけれども、何か雨漏りの音がするみたいで、すごく気になってうちの中よく見てみたのだ

と。そしたら、よくよく考えて外も見てみたらパットの、くい打ちの音だったと。あの音が雨漏りで天井

に打つ音に聞こえたのです、その方は。そういうふうにして、その聞き慣れない音、そういったものはや

っぱり異常な音として認識されると、そういう場合があろうかと思います。例えば、だからこの風車の場

合はあまりにも基数が多いものですから、規模が大きいものですから、きっとその環境配慮書等のあれで

言っているそれ以上のものがあるのではないかと、あり得るのではないかという心配をするわけです。あ
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と、これからよく言われる湧水ですけれども、湧水については５キロメートル先までしか造らないという

けれども、５キロメートル沖でもその影響を受ける可能性があると指摘する人もいます。それから、あと

はシャドーフリッカーというのがあります。これは、要するに影が点滅する、目が揺らぐというか、そう

いったことなのですが、影が大きいですから非常に、近くはもちろん、遠く離れていてもやっぱりちらつ

きとして感じるということがあろうかと思います。その問題があります。それから、あとは内水面を含む

漁業への影響が、これは環境影響評価書などにも出ていますけれども、こうと思って、たまに言われてそ

うかと思うのは稲作です。あれだけの例えば40万キロワット、50万キロワットのものを、その発熱のもの

を途中に造るということは、それだけのエネルギーというか、自然エネルギーをそこで止めるわけです。

そうすると、普通に考えてそこから下にはそのエネルギーが届かない。風が少なくなると。そういうこと

で、稲作への影響を心配するという声も、これはそういう説明会なんかで出されます。あるかもしれませ

ん、これは。やはり基本自体が変わるかもしれないということです。すると、稲作の場合が病害虫の問題

もあります。病害虫といえば松くい虫。これについても同じようなことが心配されると思います。こうい

ったことがあります。あとは、本当に身近なレジャーに関するものとして、海水浴をはじめとする観光へ

の影響。多分これができたら海水浴どころではないような気がするのです。多分そういう雰囲気ではない

だろうというふうな心配をします。ですから、こういった問題点があると思うのですが、先ほども言った

とおり、原発ゼロの目標から再生可能エネルギーの活用には賛成するのです、私は。しかし、景観を含め

た環境保全に関わる問題があまりにも大きいと。町政座談会でも町民の声がありました。そして、先ほど

の町長の説明で県管理という言葉がありました。海です。県の所管。事業の決定権限が県、それから国で

あっても、影響、被害を受けるのはつまるところ町民なのです。ここのところ十分お分かりだと思うので

すが。今回の一番最近の説明会がコロナ禍で延期になりました。それで、そういったこともあり町民の理

解が進んでいないというふうに見受けますが、情報公開は無論、動画等を活用した分かりやすい説明によ

る、県民の理解を判断した上で町長が意見を表明するということが必要になってくるというふうに思いま

す。手続上は、あくまでも町長の意見表明というのがポイントです。その果たす役割は極めて重大であろ

うというふうに思います。町長の仕事は住民福祉の向上です。ですから、その責任がとても重いと思うの

ですが、１つお尋ねしておかなければならないのは、以前コミュニティー新聞のインタビューに町長が答

えておりますが、洋上風力の設置が町にとってリスクにならないかどうかは考える必要がある、リスクが

あるならば一度立ち止まることも必要というふうに答えておられます。このリスクというのはどういった

場合に想定されるかお聞かせいただければというふうに思います。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  遊佐町で私が就任してから2,000キロワットの風力発電、風車を隣は、景観基本条

例に隣町ではノーと言いましたが、私の町では、私は地域の皆さんから町が協定書の立会いになってくれ

という当時の地域の区長さんたちからオーケーいただきまして、事業所と風力発電に関する協定書を結ば

せていただきました。町としては、その当時、私が就任したときは風力発電に関する設置基準も持ってい

ませんでした。ただ、新エネルギー導入ビジョンというすばらしいビジョンは打ち上げていたのですけれ

ども、具体的にやっぱり設置基準はなかった町でありましたが、それらを整えてきました。そして、もう

一つ私はやっぱり町民にリスクがあってはならないという、これは当然のことですから、リスク管理の協
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定書をしっかり結びましょうと、そんな形で、今の発言でも以前にも話しておりますが、山形県に対しま

してもやっぱり設置基準とリスク管理の協定書については県がしっかり進めるのであれば作ってもらわな

ければ困りますということを再三申し上げてきましたが、山形県でそれについてどうも整えるという方向

で今進んでいるやに伺っています。それらは非常に町にとってはありがたいことでありますし、それから

ＣＯ２排出をもっともっと減らすという形、カーボンゼロを標榜した場合、どうしてもこの地域というのは

大変な雪国でありますし、過疎の町であります。除雪にも油を使わなければならない、そして子供たちは

スクールバス、いわゆる軽油のディーゼルで子供たちを中学校に運ばなければならない、小学校もそうで

すけれども、そんな意味でいくと、また自家用車でサラリーマンとして隣町に働きに行くとき、同じ町内

に勤めるときもやっぱりガソリンを消費するわけですから、電力のみならず、カーボンゼロという形でい

くと、いわゆる油の使用をゼロにするなんてほとんど不可能に近い状態の中でのカーボンゼロ宣言という

のは私はこれまで行ってきませんでした。町としてこれだけ、山形県で一番再生可能エネルギーの導入、

風力、太陽光、非常に進んでいますけれども、実際新しい木質バイオマス発電所ができて初めて油代も含

めてそれらがゼロに、クリアするぐらいの、まだそんな状態だと思っています。そんなかっこいいことだ

け先取りするわけにはいかないわけですから、その前として、前提としてやっぱり町民へのリスクについ

てはしっかりと町がコントロールするべきであろうという発想には間違いありません。当然環境審議会を

開催していろいろな意見いただいていますが、今遊佐町の現状とすればそれらを細工することなく、その

まま県に課題としてこういう意見が出ておりますというふうに伝えるというのが、それは当然の責務だと

思っています。それらをやっぱりしっかり重ねること、そして今第２段階の方法書という形が進んできま

す。方法書になったとき初めていわゆる発電計画なるものが出てくるものだと想定をしております。何キ

ロワットの風車を何基整えるということ。そこに来て計画が出れば、そこからフォトモンタージュ、どの

エリアにという形が明確に取り組んでも決して遅くはないものだと私は思っています。フォトモンタージ

ュとは言いませんが、コンピューターグラフィックス、ＣＧという形で臂曲の岩石採取の裁判において、

あの計画どおりに臂曲地区を掘削したら、岩石採取したらこのようなところまでコンピューターグラフィ

ックスを使って具現化することは、裁判の資料としても町として作って使わせていただいておりました。

それら等、計画出てからしっかり整えるということはやぶさかではないと考えておりますし、メリットと

いう形もありますけれども、私は遊佐ばかりのメリットでは大変心もとないなという形していますので、

やっぱり酒田港の活用、そして地元の企業等がしっかりとやっぱり利益を分けていただけるような、そし

て漁業者等にもそれらが還元できるような地域でないと幾ら国家プロジェクトの事業が入っても、ただ大

企業だけが利益を持って東京に戻ってしまうという形の事業では地域の活性化、経済の好循環には決して

つながらないわけですから、これは酒田港を拠点としたやっぱりメンテナンス等の事業等もこれは酒田市

さんと一緒に力を合わせながら要望していくということの視点を整えていかなければならないのかなと、

このように考えております。ガイドラインといいますと、遊佐町では陸上風力に関するガイドラインにつ

いては町としてこのエリアという形で限定的に、海岸線を指定しておりますが、仰ぎ見る鳥海山の手前に

風力発電の風車があるという景観についてはやっぱり町民はなかなかイエスと言わないであろうという形

の中で、あえて鳥海山の山岳地域に近いところに風車を置く計画については、そのエリアは不適なエリア

と、適のエリアではないという形で、設置基準のエリア設定の中で設定されておりませんでした。ただ、
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一般海域と私申しました山形県管理の海域ではありますけれども、最初のスタートのときから西遊佐地区

のいわゆる海難救助エリアと吹浦地区の海岸エリアがありますから、水難救助の、それよりも吹浦のエリ

アには設置はご遠慮申し上げたいと、西遊佐地区のエリアにお願いしたいということを申しております。

それは、観光の拠点であります吹浦のやっぱり漁港とかそんな形を考えたときに、海岸エリアとしてはや

っぱり西遊佐エリアまでに月光川の北側からお願いしますよということを既に申し上げておりますので、

それらについては県からもご了解いただいている現状だと、このように思っています。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  ４番、佐藤光保議員。 

４ 番（佐藤光保君）  今のお話は、方法書の段階になって発電規模とか、そういったものが明らかにな

ってきたらそういうモンタージュみたいなのも出てくるのではないかという町長のお話だったかと思いま

す。それでは遅いのです。とても周りの私の例えば知人とか聞いても、最初に会ったときからすぐモンタ

ージュはどうしてする、何でそういうものが見れないのだという声も必ず言われます。ですから、もうそ

れまで延ばしたら、私はさっき質問で言いましたけれども、それは町民の不信につながります、そういう

のは。と私は考えます。 

  それで、質問を続けますが、再生可能エネルギーというのは地域の財産ですから、その活用に当たって

は住民本位に推進するルールを定めることが必要かと考えます。大まかに言っても景観を含めた環境保全

に係る問題が大きいと思えるのですが、可能な限りその問題点を提示した上で事業を進めるべきではない

かと考えます。これは、よくこういう環境影響評価書などに見受けられる言葉なのですが、出てくる、見

られる文言なのですが、影響が少ない、影響がないという評価の論法には意味がありません。ここまでは

予測できて、影響はこの程度予測される、この点については適切な予測、手法がなく不明だというように、

町民全体に提示する、その上で事業の可否、変更を問う、そういう姿勢がむしろ開発するとすれば早期の

開発につながるのではないかというふうにして考えます。事業者の説明なりなんなり見ていて思うことは

いろいろあるわけですが、国及び事業者の顔ぶれ、それから推進姿勢というのは原発にそっくりなのです。

これは、原発の例えばいろんな運動に携わった人は分かると思うのですが、そっくりです。事業者、それ

からやり方というか。そういった意味での抵抗もあるわけです。あと、人によっては札ビラでほっぺた引

っぱたかれている気がするというところまで言う人もいます。各種生活基盤のうちでも重要な生命線を事

業とする電力会社については、原発に関する反省から、特に徹底した情報公開がなされなければなりませ

ん。結論を出す過程も含めて明確な記録を残すことが必要です。実は今この再生可能エネルギーは国でも

世界でも大変な問題となっておりまして、９月１日に気候危機を打開する日本共産党の2030戦略というの

をつくりました。それで、これはＩＰＣＣの報告に示された世界の科学的知見、国内の環境団体、専門家

の研究と提言を踏まえ、党として半年間かけて練り上げたものであります。その主なところを申し上げた

いのですが、党が掲げたこの計画は2030年度までに10年度比でＣＯ２を50から60％削減するということにあ

ります。それで、特徴的なのは省エネ、再生可能エネルギーの大規模な推進で、脱炭素社会を実現する総

合的な提言であるということです。国連気候変動に関する政府間パネル、ＩＰＣＣは、50年までに温室効

果ガスの排出量の実質ゼロを達成し、その後も大気中のＣＯ２を減らすことによって、21世紀までに世界の

平均気温上昇を産業革命前と比べて1.44度に抑えることができるとして、各国に行動を求めています。日
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本で30年度までに50から60％削減することは、エネルギー消費を４割減らし、再エネで電力の50％を賄え

ば可能なのです。さらに、50年に向けて、残されたガス、火力なども再エネに置き換えて実質ゼロを目指

すという計画になります。先ほど申し上げた省エネが特色になっているというのは、省エネというのは企

業にとってコスト削減のための投資なのです。家計にとっても負担が減るものなのです。そういうメリッ

トがあります。日本は世界から大きく立ち遅れています。まともに取り組めばＣＯ２排出を大きく削減でき

ます。再エネの潜在量は、政府の推計試算でも現在の国内電力量の５倍です。再エネによる電力を30年ま

でに50％、50年までに100％にすることは十分可能です。これを進めるには社会システムの大改革が必要で

す。電力分野では、社会全体の省エネ化によって30年までに電力消費を20から30％削減する、30年に石炭、

火力、原発の発電量をゼロにし、電力の50％を再エネで賄うことを目指します。再エネ普及の障害になっ

ている乱開発を防ぐことも欠かせませんというふうになっています。日本のＣＯ２排出量は、電力、鉄鋼、

セメント、石油精製など６つの業種に集中しています。約200の大規模事業所で60％を占めます。ここでの

脱炭素化が決定的です。あと、交通政策、それから自治体の排出ゼロ推進政策も重要です。それで、この

ような取組は持続的成長を開く脱炭素の取組だということであります。脱炭素社会の実現は、生活水準の

低下や経済の停滞をもたらすものではありません。新しい雇用を創出し、地域経済を活性化し、持続可能

な成長に道を開く大きな可能性を持っています。コロナ危機で落ち込んだ経済を立て直す上でも、グリー

ンリカバリー、緑の復興が世界的な課題です。脱炭素社会に向けた社会のシステムの改革は、国民の暮ら

しと権利を守る公正な移行でなくてはなりません。人間らしく働ける雇用のルールの確立や貧困、格差の

是正と一体に進めてこそ実現できます。大企業の目先の利益を最優先する新自由主義の政治からの転換が

不可欠です。そういうふうにして、大まかに言ってこのような内容となっております。以上で第１問目を

終わります。 

  ２問目になりますが、２問目では私もいろいろとその要望について申し上げましたが、児童生徒に関わ

ることですので、教育委員会のほうから何か所感があればお願いしたいと思います。 

議 長（土門治明君）  菅原教育課長。 

教育委員会教育課長（菅原三恵子君）  お答えいたします。 

  ただいまのご質問に対しまして、教育委員会としての所見を申し上げたいと思います。先ほど町長答弁

にもありましたとおり、現在、保健室に生理用品のほうを常備しており、必要な児童生徒に対応できるよ

う備えておりますけれども、各小学校、中学校での養護教諭の声から現状を見ますと、利用があっても各

学校で月平均１人から２人、利用ゼロ人の学校もあるということを確認しております。また、加えて児童

生徒にとりましては、学校現場以外の場ということで考えますとやはりいつどんなときでも対応できるよ

うに自分で管理することが大事であり、そのための教育のほうも必要であるというふうに考えております。

子供にとりましては、ここが欠落して学校に幅広く敷居なく配布するというような対策を優先する問題で

はないのかなというふうにも思われます。あわせて、同じく教育の視点から申し上げますと、女性だけの

問題として捉えるのではなく、男性が理解することの教育もこれまで以上に充実していく必要があるとい

うふうにも考えております。これが第一義で、学校の大事な役目として本質の部分、教育の力だというふ

うに思っておりますので、様々な事情の把握や悩みなどに寄り添いながら、相談、支援の充実を図ってい

きたいというふうに考えておるところでございます。 
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  また、しかしながら一方で生理の貧困ということでございましたが、またこれは別に論点を整理する必

要があろうかと思います。町長答弁にもありましたように、このことは小中学校に限らず、社会全体の課

題に係ることでございます。全国的には支援を求める声というのが社会現象となっていることも理解をし

ておるところでございます。山形県では、６月県議会のほうで、生理用品の無償提供の補正予算を踏まえ

て生理用品約１万3,000パックを支援拠点施設のほう、公共施設も含めて、そういった施設のほうで無償提

供をはじめとするやまがた女性のつながり緊急サポート事業を実施するとしているようでございます。今

後、町全体の現状に照らしつつ、必要に応じては関係所管、組織と連携を図りながら、こういった国、県

の制定に乗って学校での対応、例えば学校での管理の仕方、配布の在り方、長期的な財源確保などといっ

たことも検討は必要であろうというふうに考えておるところでございます。いずれにしましても、子供た

ちがいつでも困ったときに相談できる、相談に乗れる、そういった環境を大切にしていきたいというふう

に考えているところでございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  ４番、佐藤光保議員。 

４ 番（佐藤光保君）  ありがとうございました。教育サイドというか、教育の観点からすればそのよう

なものだと思います。ただ、ここで言っているのは、私何度も言うとおり、トイレットペーパーのように

ということが、ここがポイントなのです。そういうふうに人によっていろんな事情があるかと思いますの

で、そういった何にも断りなく普通に、もう何もそういったこだわりなく使えるようなものと、そういう

仕組みづくりに、今はそうでもだんだん移っていくということを望みまして、お願いしまして私の質問は

終わります。 

議 長（土門治明君）  これにて４番、佐藤光保議員の一般質問を終わります。 

  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君） 新庁舎での初めての登壇ということであります。昨日、７番議員からうちのじいさ

んの話がありました。うちのじいさんも当時の庁舎の建設の検討をするというところに関わっていたとい

うのは、私も恥ずかしながら初めて聞いた話でありました。私もこの新しい庁舎を建てるに当たっていろ

いろと検討する役をしてきたということからすると、やっぱり感慨深いなという気持ちであります。これ

から願わくば長らくこの庁舎が地域のために役立つことを願ってやみません。 

  それでは、質問のほうに移りたいと思いますが、その前に、相変わらず新型コロナウイルスの感染拡大

というのが止まりません。一般質問におけるこのくだりというのは、ちょっと見ましたけれども、令和２

年の３月定例会からずっとこのことを言っているなということでありました。これはなぜかというと、社

会における、やっぱりコロナウイルスというのは全てのことに関わっておりまして、日頃で言えば感染の

状況に我々がある意味翻弄されながら生活しなければならない。社会における全てのことに関わっている

と。その上で、それぞれがそれぞれの立場で今一生懸命に生活をしているのだということから、こういう

ことを言っております。そして、今後の施策ですとか事業においても、間違いなくこのコロナウイルスと

切り離しては成り立ってはいかないというふうにも思うわけであります。 

  そこで、いよいよ本題に入っていくわけでありますけれども、今回の定例会において何回かこういう言

葉が出てきております。世の中のＩＣＴ化が進んでおります。これ実は皆さんもご存じだと思いますけれ
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ども、そもそも論として前から当然あった話でありますが、先ほど申し上げたコロナの蔓延がそこをぐう

っと後押しをしたという面もあるというふうに思っております。いわゆるリモートで何かをする、リモー

トの活用というのがそのいい例だと思いますけれども、ふだんの生活にデジタルというものが徐々に普及

をしてきております。日頃デジタルの恩恵を受けているもの、身近なところで言えば買物があると思いま

す。ふだんからそういうこと、日頃から使っている人というのは改めてどうのこうの思ったりはしないの

でしょうけれども、現金を持たなくても物が買えると、そういう時代に今なっています。皆さんもご存じ

だと思いますけれども、○○ペイなどの名称で主にスマートフォンを活用したいわゆる電子決済、それが

今急速に世の中に普及をしております。先ほどもＩＣＴ化が進んだのはコロナの一因というような話をし

ましたが、電子決済についてもコロナ禍にあっての感染防止上、人との接触を避けるという一つの方法と

して普及が拡大した側面もあろうかと思います。それだけでは当然なくて、各社顧客獲得のために、使う

とお得になりますよというような様々な販促プラン、そういったもの、いわゆる営業的な活動も普及を後

押ししている要因ではないかなというふうに思っています。先ほどからちょっと話も出ていますが、残念

ながら８月いっぱいで終了してしまいましたけれども、遊佐町キャッシュレス決済導入促進支援事業とい

うことで電子決済の、８月で終了はしてしまいましたが、いわゆる電子決済の促進、普及というところで

言えば十分に効果があったのではというふうに思っております。これまでも地域の経済活性化を図るため

にプレミアム商品券事業ですとかクーポン券の発行、米～ちゃんスタンプカードへの支援など行っていた

だいておりますが、そういったものを電子化して、地域通貨という言葉で申し上げますが、地域通貨とし

て活用するシステムというものがつくれないかなというふうに思うわけであります。これペイペイではご

ざいませんが、付加価値のつけ方によっては他の地域からの誘客も十分可能であると思いますし、ある自

治体の例ではありますけれども、これは半分試験的な部分もあろうかと思いますけれども、イベント開催

時の期間限定ではありますが、独自の地域通貨を発行して、区域を絞って、ここで使ってくださいよとい

うことで独自の地域通貨を発行して、いわゆる飲食店ですとか、観光地ですとか、そういった加盟をした

ところで使えますよというような取組をして活性化につなげた例もございます。今後、まだまだ先が見え

ないのですが、このコロナ禍が徐々に落ち着いてくれば、地域間の交流というのは間違いなく増えること

が予想されるわけであります。それに伴って、これもやっぱり間違いないと思うのですが、電子決済の需

要というものも今後さらに増えてくることが予想されます。いわゆる外貨を稼ぐということですか、これ

は当町においては以前から課題としてずっとあるものでありますので、さきの自治体の話ではないのです

が、電子化による経済の活性化を図って、逆に外貨を獲得できるような町になればというふうに思うわけ

であります。これにつきまして町の考えを伺いまして、私の壇上からの質問といたします。よろしくお願

いします。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  それでは、１番、本間知広議員に答弁をさせていただきます。 

  地域通貨の電子化によって外貨を大いに我が町に導入しようという質問と提案だと思って受け止めさせ

ていただきます。ＩＣＴ化の活用によるデジタル社会の推進と新型コロナウイルス感染防止対策の影響で、

地域経済においても電子決済が急速に拡大しております。遊佐町キャッシュレス決済導入促進支援事業は、

町内事業者がデジタル経済の進化に取り残されないよう、今回初めて実施いたしました。予想を大きく上
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回る利用をいただき、電子決済の浸透を実感したところであります。また、庄内地方では、いち早く酒田

市が、そして鶴岡市、庄内町が導入を進めておりましたので、それにやっと遊佐町も追いついてきたかと

いう形でいくと、庄内というエリアを商圏と例えるならば、ほぼ庄内がそういう商圏のエリアで、同じ歩

みができるということが確認されたということ、大変心強く思っております。地域電子通貨については、

地域限定の特性を生かしてプレミア付き商品券や行政サービスの電子決済として活用することができます

し、ＩＣＴ化の時代にあってはプレミア付き商品券やクーポン券、スタンプカードの電子化の需要は今後

ますます高くなることが予想されます。議員おっしゃるとおり、コロナ禍が落ち着けば交流人口の電子決

済の増加が期待されることから、デジタル化の推進は地域経済にとっては非常に重要であると考えており

ます。独自性の高い地域電子通貨については、自治体によって取組の仕方も様々で、過渡期にあると思っ

ておりますが、町としてやっぱり商工業者、商工会と連携して、全国の自治体の例を参考に利便性、イニ

シャルコスト、ランニングコストを考慮し、遊佐に合った電子決済、通貨システムの導入を検討してまい

りたいと考えております。それが町民の生活が豊かに、地域経済活性化につながるよう町内経済のデジタ

ル化が進めばありがたいと思っています。 

  さて、実は交流都市であります豊島区において、昨年の11月10日、イケ・サンパーク、サンシャインの

隣の造幣局を改造して大規模な公園を造って、隣に要は子供たちが無料で遊べるいわゆる子供公園等も設

置をしております。そして、そこで無料の電子バスを走らせて、何とか人をそこに誘導しようという形で、

ファーマーズマルシェについてぜひとも友好都市である遊佐町から参加をしてほしいという高野区長から

の申入れがございました。去年の11月11日のことでございます。そのときに参加についての前提がござい

ました。ペイペイで、電子マネーで決済することという形で、町でいえば実は昨年の11月のファーマーズ

マルシェの参加については電子決済について参画をするということが決定をしておりました。その中で取

り組んだわけですけれども、コロナ禍の中でなかなか大規模に進まれないと。だけれども、遊佐の野菜で

すか、かなりネットで向こうに提供したときに、いわゆる今までも電子マネーによる決済で代金をいただ

いているという形になりますので、何もこのエリアではなくても、よそに出かけていっても遊佐のものを

買ってもらえるということも含めて考えていければ、この地域経済もっと強くなるのではないか、このよ

うに考えております。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  もしコロナが蔓延していなければ、もう既にこのファーマーズマルシェに関して

は出店をしていたのではないかというふうに思っております。せっかくの話でありますので、こればかり

はいつという話にはならないのでしょうけれども、早く豊島区へ行って何か売れるようなことになればい

いなというふうに思います。豊島区だけではなくて、いろいろなやっぱりこれまでもあっちこっち行って

いるわけですから、そういったことが早くできるようになればいいなというふうに本当に思うわけであり

ます。我が町で初めての電子決済の支援ということで、やはり時期的なものもあったのかと思いますけれ

ども、予想を大きく上回る効果と電子決済の浸透を実感というような答弁でございました。先ほどもちょ

っと申し上げましたが、８月いっぱいで終了いたしましたキャッシュレス決済導入促進支援事業ですが、

非常に個人的に残念に思っております。ぜひこれ体制を整えて再度、本来あれば残っていた１か月分とい
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いますか、残りのもう一か月分をぜひ実施をしていただければなというふうに思う次第でありますが。 

  質問に戻りますけれども、ちょっとペイペイから離れて、いわゆる電子決済、電子化を進めるに当たっ

て、やはり何かいいことがあるから電子化を進めるのだと、ここが便利になるのでここがよくなるのだよ

みたいな、いわゆる期待される効果といいますか、そういったものについてどういうものを想定しておら

れるのか、ちょっとお聞きをしたいと思います。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えさせていただきます。 

  ただいま電子化によって期待される効果はどういったものがあるのかといったお尋ねでございました。

こちらで考えます電子決済の普及で期待される効果といたしまして、プレミアム付き商品券を例に取らせ

ていただきますと、こちらの発行であれば印刷費と販売、換金に係る人件費の削減、そういったものが効

果としてあるのではないかと思っております。また、商品券を利用される方々にとりましては、商品券を

販売所まで買いに行くための交通費ですとか労力の削減、行列等の密を防げるということ、こういったこ

とからまた新型コロナ感染防止対策につながっていくといったようなメリットがあろうかと思っておりま

す。一方、事業者さんにとりましては、デジタル化で売上げの管理ですとか利用動向の分析、そういった

ものが瞬時にしてできる、把握しやすくなるといったことがあろうかと思います。また、釣銭、そういっ

たものの準備が不要になりまして、現金管理の負担が軽減すると、紙幣と通貨の人と人との接触型のやり

取り、こちらを回避することで新型コロナ感染防止にもつながるというふうに思っております。また、加

えまして新しい利用者層の開拓が見込めます。電子決済で町内外の利用者を広く取り込むことにつながる

ものと期待をされるということでございます。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  プレミアム商品券を例に取ってというお話でございましたが、自分も今話があっ

たいわゆる換金、これプレミアム商品券をしている期間お使いに遣わされるわけであります。あなた、こ

れ持っていってくれということで換金に行かなければならない、そういったことがなくなるということで

あります。 

  ちょっと話戻りますけれども、主催者というか、やる側、これは主に自治体とか経済団体だと思うので

すが、事務作業に係る人件費も含めた経費の削減ということ、そういったいわゆる今言った換金に行った

り何だりという、そういう手間がなくなるのだということであります。あと、利用者も同じく商品券を買

いに行かなくてもいいということ。会場設定をしたりですとか、時間を設定したりですとか、そこに行っ

て買物や商品券で買ってくださいというようなことがなくなると、そういう手間、あと先ほど来出ていま

すが、そうしたことをやることによってコロナ対策の一翼にもなるということで、事業者にしてみれば本

当にデータの分析というのは大事なことでありますので、そういったことが可能になったり、あとこれ一

番大きいと思いますけれども、釣銭であります。これは毎度現場的には、基本的には釣銭は出ませんよと

言いながらも、時々によってはお客との間で不穏な空気に包まれる場面が多々現場ではある話であります

ので、この釣銭の心配をすることがないと、要は１円単位で、電子決済ですので、金額を入れてもしでき

るようになればそうした煩わしさというのがなくなるということは、要はお客さんにしてみても例えば
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500円券であれば500円以上の買物をしなくてもそれが使えるのだと、そのまま現金と同じように使えると

いうことは、これはかなり画期的だなということで話を聞いておりましたけれども、そこで質問に戻りま

すが、先ほどの町長答弁の中でもプレミアの商品券や行政サービスとしての活用という話がありましたが、

これいわゆるプレミアム商品券については何となくイメージできるのですけれども、行政サービスという

ところ、この辺のより具体的な地域通貨としてのその活用のイメージというものがあればちょっとお伺い

したいと思います。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  活用の具体的なイメージがあればというご質問でございました。先ほどのプレミアム付き商品券のお話

等も出させていただきましたけれども、こちらに関しましては地域通貨によるまず電子化というところ、

あと行政サービスの部分につきましては公共料金の電子決済ですとか、公共事業に参画した町民の皆様へ

ポイント付与、そういったものをできないかということでイメージをしております。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  町でやることに対して何かをしてもらうということ、参画をした町民へのポイン

トの付与という答弁でございましたが、これはもう少し詳しく言うとどういうことになりますか。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  公共事業に参加されました町民の方々へのポイント付与の具体的なイメージと

いうことでございますけれども、端的に申せば今回実施させていただきましたペイペイのように電子通貨

ポイントの付与、そういったものができないかということでイメージをしております。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  それで、付与をされたポイントというお話でございましたが、これは例えばそう

いう事業があって、そこに賛同するお店、いわゆる加盟店、そのポイントというのは加盟店方式といいま

すか、そういった形で募って加盟したお店でそのポイントが使えますよというようなイメージでのポイン

トの使用ということでよろしいのでしょうか。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  今のお話しいただきましたとおり、地域電子通貨、決済可能な登録、加盟をし

ていただいた町内事業者さんのところで使うということをイメージしております。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  いわゆる公共事業と、今から細々した事業についてどうのこうの言えるような状

況ではないのでしょうけれども、公共事業かなりストライクゾーンが広いと思いますので、そこら辺いわ

ゆる協力、参画、参加していただいた方に対してポイントを付与していくというようなイメージだと思い

ます。これが今後どういう形で事業として行っていくのかということが大事になってくるのかなというふ

うに思います。これかなり日常的なというか、公共事業といいますと年間通してちょこちょこ何かしらあ

るのかなというイメージでおりますので、そういった意味からしてもかなり日頃からの活用といいますか、

事業の展開といいますか、そういったことも考えていかなければいけないのかなというふうにちょっと思
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ったりもいたしました。ぜひとも前向きに取り組んでいただければというふうに思うところでございます。

よろしくお願いいたします。 

  それで、そういった今の話、やり取りのことが仮にできるようになりましたよということで、今度はい

わゆる他地域、町だけではなくて、システムの適性上、性格上少し範囲を広げて同じようなことをやって

みようかというような話になるのかなというふうに思うわけでありますが、電子化による可能性の一つと

しては他地域とのいわゆる連携、これも可能性としてあるのかなと思いますけれども、例えばこれについ

ては端的に取り組む可能性というのはあるのかどうかということをちょっとイメージとしてお聞きをした

いなというふうに思います。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  他地域との連携はということでお尋ねかと思われます。こちらで今のところ考えておりますのが、電子

化によります他地域との連携、こういったものに関しましては、近接かつ広域であればあるほど効果は高

いのではないかというふうに考えておるところです。こちらもまだ実現できるかどうか分からない中での

お話になりますけれども、例えばということになりますが、例えば鳥海山・飛島ジオパーク圏内、３市１

町の枠組みでの取組もいろいろしているわけですけれども、そういった県内で共通の地域通貨を運用する

ですとか、連携する自治体の広域事業と結びつければ持続可能な運用にもつながっていくものと思ってい

るところでございます。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  思っていたお話と大分違って、かなり前向きな話でございましたので、びっくり

しました。実際にまだ当町でもこういうことについては全く取り組んではおりませんし、ましてや他地域

との連携となればいわゆるお互いの予算も含めた兼ね合いですとか、お互いの決済のシステムの問題です

とか、やるに当たっては結構ハードルが高いのではないのかなという気持ちを持ちながらのちょっと質問

でございましたが、かなり前向きでびっくりをいたしました。そのときには本当にぜひ前向きに取り組ん

でいただいて、地域がよくなるようにやっていただきたいなというふうに思うわけですが。 

  ちょっと戻ります。町長答弁に戻りますけれども、地域活性化につながる町内経済のデジタル化という

ことでございました。前文にもあるとおり、やるとなればいわゆるコスト、そういったことの兼ね合いも

当然出てきます。ふだん地域で流通を今もしているポイントや、スタンプもありますけれども、これら電

子化をして、自分としては日頃から電子決済で買物ができる町になればいいのかななんてちょっと思った

りもしているわけでありますが、この辺についていわゆる日頃からこういうふうになればいいなと、自分

が思っているようなことになればいいなということに対する町としての所見があればちょっと伺いたいと

思います。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えいたします。 

  今後の取組の方向性ということになろうかと思います。まずもって、今回ペイペイ還元キャンペーン、

こちらをやらせていただいたわけですけれども、これから事業検証をしっかりと行わなければいけないな



 - 100 - 

というふうには思っておりますが、その検証を行った上で、町内で買物をしたときのポイントですとか、

これまでも行っているスタンプの付与とか、そういったもの、経済活性化事業の電子化、そちらについて

検討を進めていきたいなというふうに思っております。 

  町内経済のデジタル化につきましては、町単独の地域通貨にとどまらず、今回のペイペイ、そういった

ものの全国的な電子通貨との併用ですとか、マイナンバーカードとの連携、あと国のほうからも示されて

おりますが、全国共通のＱＲコードの導入、そういった部分など、いろいろな複合的な取組が求められて

きているというふうに認識しております。私自身もそうですけれども、日々の生活の中、電子決済が当た

り前の光景になるような町を目標にしながら、今後も町内経済のデジタル化を進めてまいりたいと思って

おります。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  これまた前向きな答弁でございます。本当にこれ世の中の変化のスピードと、こ

の速さは本当想像を超えておりまして、やっと覚えたかなと思うとまた新しいのが出てくるのです。これ

のやっぱりこれから繰り返しになっていくと思います。特に情報の電子化ということについては本当に速

くて、もうついていくのがやっとという感じで、私に限らず大半の人はそうではないかなというふうに思

うわけでありますが、今後は買物に限らず本当にいろんなものがデジタル化をしていくと思います。その

デジタル化になるというのは、いわゆる世の中が便利になるというふうに言われております。個人的には

今でももう十分便利ではないかなと思ったりもするのですが、この流れというのはやはり止まらないです。

もうどんどん、どんどんやっぱり技術が進化をしていく。この流れというのはもう止まらないと思います。

時代に取り残されないってよく言いますけれども、止まってしまえばやっぱり取り残されていってしまい

ますので、そうはならないように頑張っていかなければならない。 

  ちょっと先ほど来の話になりますが、ペイペイですけれども、ペイペイで買物するということで使い方

を一生懸命学んで、売る側も一生懸命学んで、お互いの立場でお客さんに粗相がないようにですとか、周

りのお客に迷惑がかからないようにスピーディーにやらなければいけないとか、そういった気持ちがお互

いに働きながら、やっぱり時代についていくために本当に頑張っている方もいらっしゃるわけであります。

そうした流れをやはり、キャッシュレスは悪いことではないと私自身思っておりますので、そこにひもづ

けされるものによっては賛否出てくるとは思いますけれども、純粋に世の中がそういう流れでいくという

ことについては、あくまでもそういうことに限って言えば悪いことではないという話でありますので、町

としてそうした方向性でいくということであれば、これは前向きにぜひ取り組んでいただきたい話だなと

いうふうに感じるわけでございます。そこら辺でちょっと町長からご所見があればいただいて、ちょっと

時間ありますけれども、私の質問は終わりたいと思います。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  コロナウイルス感染症が拡大し始めた昨年の３月の時点において、私は当時、町

の基金が自分が町長就任する前３億300万円だったのが12億4,000万円ぐらい持っていたわけですから、当

時の副町長に、いや、財政運営を頑張ってくれてよかった、これは町としていよいよ町民を生かすために
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はその中からやっぱり、基金からでも財政出動をしなければならないという思いで１億円を想定した財政

支出を想定しておりましたが、国の臨時交付金等が入ったことにより、その全額、１億円の支出は令和２

年度では出さなくても、国から助けていただいてという経過があります。今議会でも財政が許せばという

形の発言があるわけですけれども、昨年はプレミアム40％、２回やらせていただいたわけですけれども、

町民への平等性、公平性でいけばなかなか電子決済、スマートフォン等をお持ちでない方等のことも考え

れば、福祉施策の一つとしてまず何ができるか等も想定をしなければならないものだと思っていますし、

産業、経済の活性化についてはいよいよこれから観光業とかが、宿泊業は本当どうもきつい。去年の春先

の緊急事態宣言で一斉に動きを止めた。だけれども、今回のまた何回かの延長によって、本当に観光業に

ついては見直しをしなければならないような状態がすぐそこまで来ている状況かなと考えられますので、

国の財源、国会早く開いて、そういう手当てもお願いしたわけですけれども、それが間に合わないような

ときは町の一般財源も含めて出動を考えていかなければならないと、このように考えています。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  これにて１番、本間知広議員の一般質問を終わります。 

  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  私が最初に一般質問を実施させていただいたのは、２年前の第532回定例会であ

りました。おかげさまで、今回も町産材を使った木の香薫るこの新庁舎において、文明の利器であります

アイパッドを携え、一般質問の席に立つことができました。おかげさまという言葉には、自分以外のもろ

もろの事情によって自分に幸せをいただいているということが含まれているとのことです。町民の皆様、

町長をはじめ執行部の皆々様、さらに森羅万象に感謝をするものであります。 

  さて、２年前を振り返ってみます。当日、昼のニュースは台風15号の被害で、千葉県を主に約44万世帯

が停電中とのことでした。その年の10月には、過去最強クラスの台風19号により、千曲川や阿武隈川など

の河川氾濫や土砂災害などが相次ぎ、九州地方から東北地方にかけての広い範囲で少なくとも死者66名、

行方不明者13名、重軽傷者398名の人的被害が発生したと、10月19日時点の総務省、消防庁の調べで発表さ

れておりました。さらに、令和２年７月豪雨では福岡、熊本、鹿児島県内で被害があり、また９月発生の

台風10号による大停電被害、九州管内で47万5,000戸近くのお宅で被害が発生しておりました。本年は、九

州、青森で集中豪雨、熱海で集中豪雨による土砂災害など、甚大な自然災害が報道されております。以前

は天災は忘れた頃にやってくると言われていましたが、最近は毎年やってきております。世界に目を向け

ますと、中国では1,000年に１度の大洪水、ドイツ、ベルギーでも大洪水、トルコ、ギリシャ、アメリカで

は山火事等々と、地球上の至る場所で悲惨な報道がなされております。これらの自然災害にも関連する事

項の一般質問を実施させていただきます。 

  １、地球温暖化現象下における行動指針についてであります。気象変動に関する政府間パネル、ＩＰＣ

Ｃ、これは1988年に世界気象機関と国連環境計画により設立された組織で、現在、参加国は195か国、その

各国の政府から推薦された科学者が参加し、地球温暖化に関する科学的、技術的、社会経済的な評価を行

い、報告書にまとめて報告をしております。その第６次評価報告書で、「気候の現状は、人間の影響が大

気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において

広範囲かつ急速な変化が現れている。継続する地球温暖化は、世界全体の水循環をその変動性、世界的な
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季節風に伴う降水量、降水及び乾燥現象の厳しさを含め、さらに強めると予測される」との報告でありま

す。これを受けて、現在、町で執行中の環境自治体づくり、ＬＡＳ―Ｅの現状と今後の予測についてお伺

いいたします。 

  ＬＡＳ―Ｅでは、町民主導による政策実行とありますが、その実情についてお伺いいたします。 

  次に、炭素クレジットに関し、どのような見解をお持ちかお伺いいたします。 

  さらに、項目２番として、緊急時通報システム事業についてお伺いいたします。独り暮らしの高齢者等

の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために高齢者等に緊急通報機器を貸与し、酒田地区

消防組合、民間の緊急通報受信センター、民生委員、近隣住民及びボランティア等の協力を得て、当該高

齢者等の居宅での生活の継続を支援することを目的とした施策と明記されております。2021遊佐町の統計

によりますと、現在、65歳以上の独り暮らしの方は810人、老人夫婦のみの世帯は609世帯となっておりま

す。今後も対象者が増え続けると思われますが、現在、どのような機種、どのような機能を持ったものを

何台保有し、何人に貸与中かお伺いいたします。 

  さらに、現時点までの運用実績についてもお伺いします。 

  機器の町負担分の設置費用と今後の事業見通し等、もし改善予定がございましたらそれらをお伺いいた

します。 

  以上、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  それでは、３番、佐藤俊太郎議員に答弁をさせていただきます。 

  まずは、地球温暖化現象下における行動指針という質問でありました。地球温暖化防止に関する国際的

な対策としては、1992年、平成４年に国連気候変動枠組条約が採択され、世界中の多くの国々が署名を行

い、1994年、平成６年に条約が発効しております。これを受けて、締結国会議が第１回のドイツ、ベルリ

ンのＣＯＰ１から始まり、2015年、平成27年にＣＯＰ21、パリ協定が採択されております。パリ協定は、

1997年、平成９年にＣＯＰ３において採択された京都議定書に代わり、2020年以降の温室効果ガス排出削

減のための新たな国際枠組みであり、歴史上初めて全ての国が参加する公平な合意となっておりました。

途中でアメリカ・トランプ大統領によるパリ協定のアメリカの離脱は世界をあっと言わせた記憶がござい

ます。このパリ協定では、世界共有の長期目標として、産業革命前からの地球平均気温上昇を２度未満に

抑えると目標設定し、1.5度Ｃに抑える努力を追求することに言及しております。 

  さて、日本では、地球温暖化対策の推進に関する法律が1998年、平成10年10月に公布され、1999年、平

成11年４月に施行されております。その後、2018年、平成30年６月13日には地球温暖化対策の推進に関す

る法律の一部を改正する法律が施行され、2020年10月に内閣総理大臣が2050年にカーボンニュートラルを

宣言されたことを背景とし、2021年、令和３年３月２日に地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改

正する法律（案）が閣議決定されました。さらに、令和３年４月22日に菅内閣総理大臣が政府の地球温暖

化対策推進本部の会議の中期目標として、2030年度に2013年度比の温室効果ガス排出削減量を平成27年７

月17日同会議決定の26％から46％を目指すと表明されました。 

  このように、地球温暖化防止のための温室効果ガスの排出削減の数値目標は、これまでも目まぐるしく

変わってきた経緯があります。2050年カーボンニュートラルが長期計画の最終目標とするならば、我が町
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においては、計画期間が10年ごとの長期計画である遊佐町環境基本計画と計画期間が５年の短期計画であ

るエコアクションプラン、さらには町自ら環境負荷の低減に向け率先して取り組む行動指針でありますＬ

ＡＳ―Ｅ等をふだんから意識し、実践していくことが大切であると考えております。 

  なお、我が町でも環境自治体会議ゆざ会議なるものが既に開催されておりますが、環境自治体会議自体

としては2020年、去年の６月26日、解散されております。その直後に持続可能な地域創造ネットワークが

設立され、今年の通常総会を６月21日月曜日、開催されております。我が町も環境自治体に継続して参加

をしている現状にあるということをここで議員の皆様方にお伝えをしたいと思っております。 

  さて、２番目の質問でありました緊急時通報システム事業につきましては、町が独り暮らしの高齢者等

の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報機器を貸与し、酒田地区広域行政組

合消防本部、民間の緊急通報受信センター、民生児童委員、近隣住民及びボランティア等の協力を得て、

居宅での生活の継続を支援することを目的としております。この事業の利用対象者は、町内に住所を有す

る者のうち慢性的な疾患を有し、身体虚弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難な、そして突発的

に生命に危険な状況の発生する持病を有する者など、日常生活を営む上で本事業の利用が必要と認められ

る者で、おおむね65歳以上のみの世帯、身体障がい者のみの世帯に対して支援をしております。現在、こ

のシステムを利用している方は15名いらっしゃいます。固定電話回線を利用したシステムとなっており、

利用者には電話機に備え付ける機器とペンダントタイプの送信機、火災センサーを貸与しております。シ

ステムの利用を希望する場合、申請者の親族、地域包括支援センターの職員、民生児童委員及び指定居宅

介護支援事業所の指定を受けた事業所の介護支援相談員を通じて町に申し込んでいただいております。町

は、申請を受理した後、緊急通報受信センターである警備保障に依頼し、自宅に機器を設置していただい

ております。緊急通報受信センターでは、利用者からの緊急通報や定時連絡が途絶えた場合など、状況に

応じ協力者へ状況確認をお願いしたり、警備員が直接訪問して確認し、必要であれば救急に連絡するなど

の対応をしていただいております。システムの設置、保守の費用は町で負担しており、緊急通報受信セン

ターに１世帯当たり月額1,980円の委託料をお支払いしております。固定電話回線を利用する都合上、月額

の通信代が100円程度発生しますが、この通信費は利用者負担となっております。現在、システムの利用は

月数件あるかないかで、そのほとんどがペットによる誤報、停電復旧であり、大きな事案の発生はありま

せん。協力員の皆さんの出動も年間数件程度となっております。このシステムは固定電話回線を利用して

いるため、電話回線を契約していない世帯には設置できないことが課題の一つとして挙げられております。

最近は携帯電話の普及により、固定電話を設置しない世帯も多くなってきております。そうしたケースに

対してどこまで対応できるかが課題となっております。しかし、機械に頼るのも限界はありますので、親

族や近隣住民の皆様、そして民生児童委員や包括支援センター等、関係機関が連携して地域ぐるみで見守

っていく体制をつくっていくことがより重要であると考えております。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員の質問を保留し、午後３時10分まで休憩いたします。 

  （午後２時５３分） 

 

              休                 憩 
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議 長（土門治明君）  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  （午後３時１０分） 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  先ほどはるるご説明ありがとうございました。ＬＡＳ―Ｅということでご質問

をいたしましたが、私今持っているのは令和２年４月に遊佐町環境マネジメント推進本部が作成、ホーム

ページ上に出しているものでございます。このＬＡＳ―Ｅとは何かということで、先ほど町長にご答弁い

ただいたのですけれども、ＬＡＳ―Ｅという横文字というか、アルファベットではなかなか理解をしにく

い。私にとっては若干理解しにくくて、自分なりにかみ砕いたとは言いながら、その環境負荷軽減の取組

を第一義的に公的機関から始め、さらには民間に広めるという理解をしておりますが、この理解でよろし

いでしょうか。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  ＬＡＳ―Ｅの現状と予測についてということで壇上からのご質問いただきましたので、ご答弁させてい

ただきたいと思います。ＬＡＳ―Ｅといいますのは、ちょっと難しいようで、ローカル・オーソリティー

・スタンダード・エンバイロンメントということで、ちょっと私もよく分かりませんけれども、そのよう

な頭文字を取ったＬＡＳ―Ｅということだそうでございます。遊佐町では、ＬＡＳ―Ｅということで、民

間企業におきます国際基準ＩＳＯ14001に代わるものとしまして、平成19年度より導入してございます。Ｌ

ＡＳ―Ｅ監査の大きな特徴としましては、監査委員を町民から担っていただくという部分がございます。

また、監査を通じまして環境配慮行動の輪を民間企業や、そして最終的には町民にも広げていきましょう

という目的がございます。ＬＡＳ―Ｅの現状と予測についてということでございました。ＬＡＳ―Ｅ監査

につきましては、その自治体が環境に配慮した自治体であることを評価するためにステージごとに取組目

標を設けまして、その達成度を見ながら徐々にレベルアップしていけるような仕組みとなっておりまして、

ステージにつきましては４段階構成されております。目標の段階につきましては、ベーシックステージ、

入りの部分になりますけれども、この部分につきましては目標に掲げる施策、事業の実施、点検、見直し

の作業が入りの部分になってきます。次に、第１ステージということで、町内事務活動におきます配慮の

実施、そして次に第２ステージということで、地域全体の環境施策の実施や事業活動における環境配慮、

そして最後の第３ステージにつきましては、町民や事業者がパートナーシップ組織により環境保全や創造

活動の実施という形になってございます。遊佐町は、現在、第２ステージの習熟を目標として設定してご

ざいます。現在、遊佐町では、第１ステージの町内における環境配慮活動については一定以上の水準に達

していると実感してございますけれども、第２ステージ以降の町外となる地域への働きかけにつきまして

はまだまだ部分的な達成にとどまっている状況にあるのかなというふうに感じてございます。この状況に

つきましては、ＬＡＳ―Ｅ監査の実施方法にも課題があるのかなと、こう考えてございまして、実際には

事業活動において様々な環境配慮活動を実施しているにもかかわらず、うまく拾い上げることもできてい

ない部分もあるのかなというふうに思ってございます。現在、町民監査委員とも協議しつつ、実施方法に

ついて抜本的な見直し検討をしていく必要があるのかなというふうに考えてございます。 
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  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  ありがとうございます。平成19年からこの施策を実行しているという報告でご

ざいますが、平成19年度からやって、残念ながらこの今現状ということだとかなり改善の余地があるので

はと思っております。なぜかといいますと、町ホームページに載っております令和元年度ＬＡＳ―Ｅ独自

目標達成状況、これグラフございます。水道料の年間累計量、これを見ますと平成27年度を基準として、

一番最初に役場庁舎ということでグラフ出てございます。平成27年の基準から下には行っておりません。

令和元年度にいきますと、平成27年度の200％という数値になってございます。こういうことを見れば、残

念ながら改善の余地が多々あるのではないかと思います。さらに、ごみ排出量の年度別推移というグラフ

も同じく出ております。これは、役場庁舎内の各課のごみの排出ということを理解しておりますが、これ

はまちまちです。それこそ残念ながら平成27年度基準を一度もクリアしていない課もあります。ですから、

何が私ここで言いたいかというと、目標は設定をされているのですけれども、これに対応する人たちにこ

の施策が行き届いていないのではないかということを思っております。やはりこれをグラフとして出した

からには前年度をクリアするという目標を持って対応しなければただの、残念ながらちょっと言葉きつい

かもしれないですけれども、絵に描いた餅的なことになってしまうのではないかと思ってございます。そ

れで、町の担当というか、職員は町内の町民の数と比べたら微々たるものだと思います。やはりＣＯ２削減

のためにやらなければならないというのは町でも、町民でも多分同じだと思います。町では、啓発活動、

今私エコすまいる通信、広報の８月号に折り込みで配布されたやつを所持しております。やはり今地球上

の、我々が生活をしているがために先ほど来申し上げました異常気象の被害が発生をしているというのは

もう明確に決定づけられておりますので、それをいかにとどめるか。エコすまいる通信では、いろいろな

方策が書かれてあります。非常にいいことだと思います。１人１日１キログラム削減を目安にみんなで取

り組みましょう。早寝早起き。家族団らん。早寝早起きは、学校教育のほうでもうたわれていることでご

ざいます。これは承知しております。節電アクション。もういっぱいいいことが書いてあります。しかし、

これが実際の生活でなされているか、これがやはり問題ではないかと思ってございます。エコすまいる通

信の上段のほうに町民省エネ節電所という文言が記載されております。この文言は、私以前から承知して

おりますけれども、どこで聞いたかと申しますと、以前私環境推進委員をやっておりました。そのときの

課長は現在の副町長です。担当は教育課長でございます。今はコロナ禍で視察とか研修は無理と承知して

おりますが、私が環境推進委員のときにはそれこそ庄内ウィンドファーム、立川にある風車、これの視察

に行きまして、そこで町民省エネ節電所なる言葉を知った次第です。さらには、先進地視察として長井の

レインボープランという、生ごみを地域でごみとしてではなく資源化するというやつも視察して、ああ、

すごいな、でも当時は当町にはちょっと合わないのかなということも思っていましたが、今考えればやは

り先見的取組であろうということを今現在は思っております。ごみの資源化ということで申し上げれば、

当町は酒田市と庄内町で組合をつくって、生ごみに関しては焼却処分をしているわけですけれども、ＯＥ

ＣＤの加盟国で生ごみを焼却しているという国は日本が第１位で、生ごみを、この数値が正しいかどうか

ちょっと私確信は持てませんけれども、私がインターネット上で調べたものですけれども、焼却が79.4％、

リサイクルが19.6％、その他埋立てが１％。つまり焼却をしているのはＯＥＣＤの国の中では多くない、
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少ないにもかかわらず日本は、諸般の事情があるのでしょうけれども、焼却処分にしているがためにＣＯ

２をかなり排出しているという結果に結びつくのであろうかと思うのです。さらには、遊佐町の家庭系ごみ

排出の状況、遊佐町676グラム、庄内平均759、山形平均649、県内35市町村中27位です。内陸と比較すると

まだまだ努力が必要ですが、これからもごみの再資源化に取り組んで、ごみの削減に努めましょうという

遊佐の啓発文書でございます。これらをやはり町民の一人一人が自覚した上で実行すれば、600グラム程度

には多分すぐなるのではないかとは思いますけれども、現状は676グラムでございます。それで、私が２年

前に第１回目でご質問したのもやはりごみの関係でございます。そのときからの目標は多分同じです。と

いうことは、２年前から残念ながら発展していないのではないかということを思うわけです。ごみの処理

について、先ほど教育課長にお話を振りましたので、ちょっとお尋ねしますけれども、小中学校で給食ご

ざいます。この給食が、多分完食する子供もいれば残す子供もいると思います。その残されたものはどの

ような処理の方法を、さらには小中学校において環境負荷軽減の国家的取組など、教育上の問題として何

か実践していることがあったらお聞かせ願えればありがたいと思います。 

議 長（土門治明君）  菅原教育課長。 

教育委員会教育課長（菅原三恵子君）  お答えをいたします。 

  まず、１つ目のご質問の学校での給食残の処理方法ということになるかと思いますけれども、給食で使

う残滓は生ごみ処理器を利用しております。この残滓量について計量はしておりませんけれども、乾燥す

ることによってかなりのごみの減量化に貢献していることになります。ただ、今のところ処理、分解後は

燃えるごみとして処分しております。処理器の性能にもよるかと思いますけれども、堆肥化に向けた取組

という視点では、その後の利活用の方法なども含めて可能性を探っていきたいというふうに今考えている

ところでございます。 

  なお、先ほどご質問のところで触れましたけれども、子供たちの給食の食べ残しについてでございます

が、おいしい給食を子供たち一人一人に寄り添った量に配慮しておることもありまして、食べ残しは実は

ほとんどないと言ってくらい食品ロスを防いでいるという現状でございます。また、給食で使う廃食油の

ほうも回収をしております、いわゆる廃食油のリサイクル化でございますけれども、長年にわたって進め

てきておりまして、これには２つの方法を用いて、１つはＪＡ石けん研究会のほうへ年間1,000リットル以

内の範囲で、廃棄物ではなく有価物として年に二、三回提供して、粉石けん、固形石けんを12月に各校へ

配布いただいております。この範囲以外は業者、事業者と有価物として売払いの契約をしております。２

年度の実績では、約102缶、2,000リットルの実績で有価物として売払いをしております。 

  また、ちょっと観点が違いますけれども、給食に関係してですけれども、平成24年度からＣＯ２削減、地

球温暖化防止対策として取り組んでいる緑のカーテンプロジェクト、これについて情報提供をいたします。

小学校、特に藤崎小学校でですけれども、例えばゴーヤの苗は委員会の児童が植えて、そして朝収穫でき

たゴーヤは調理師が調理して児童に提供していると。メニューは様々で、ゴーヤのケーキ、ゴーヤのつく

だ煮、かき揚げ、天ぷら、みそ汁など、様々なメニューにゴーヤを使用して、誰一人残さず食べていると。

これ親御さんのほうから喜びの声として届いておるところでございます。余すことなく給食の食材に生か

しておりまして、学校生活の中でできる環境負荷軽減行動を実践しているということになります。 

  全部関連するのですが、２つ目としましても具体的な取組実践についてということでございましたけれ
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ども、廃棄物に特化するならば、遊佐町教育委員会で発刊している副読本に３、４年生で習う３Ｒ運動に

ついて学んでおりますし、一人一人の子供たちにおいてはいろいろな教科の領域と関わりを持ちながら、

幅広く環境について学習をしておりまして、そして子供たちはその体験、いわゆる実践を通して深く学ん

でいるということでございます。やはりここが重要ということでございます。廃棄物に限らず環境保全、

いわゆる環境負荷軽減につながる行動としまして特徴的なところで言いますと、まず町で行っているエコ

チャレンジの取組を全学校で毎年実施をしております。また、このほか環境に関わる実践では、遊佐中学

校の海岸清掃、吹浦小学校の親子行事でのキャンプ場、十六羅漢周辺の清掃活動、あと藤崎小学校の西通

り側のごみ拾いや遊佐小学校の八ツ面川の生き物調べを通じた環境保全、高瀬小学校の西山の下草刈りな

ど、様々な実践をずっと継続しております。特に地域の方々と町と連携したクロマツ保全の活動は、後世

に残していかなければならない大切な取組であります。こういったふうに、やはり先ほどご質問の趣旨に

もありましたけれども、実際の生活の中でこういった環境に関わる学習を通して自ら考え行動する、ひい

ては課題を解決する力を育んでいきたいというふうに学校のほうでも考えているところでございます。所

見なども申し上げさせていただきました。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  先ほど議員のほうから児童生徒への環境教育のことでご質問いただきまし

た。地域生活課の中でもこのような取組しておりますので、ご答弁させていただきます。 

  地域生活課では、子供たちの自主的な環境配慮行動の定着と、そして各学校によります積極的な環境教

育の導入を期待いたしまして、先ほど教育課長もありましたけれども、小中学校のエコチャレンジ事業を

実施してございます。この事業の内容につきましてでございますけれども、小中学校におきます子供たち

の環境配慮活動、そして学校における環境教育のカリキュラムへの積極的な導入を推進するため、その取

組に応じまして地域生活課の中で達成度合いに応じまして報奨金交付する事業でございます。この事業は、

もともと平成22年度より各小中学校におきます節電、節水を目標に始めた事業でございます。当初は節電、

節水の目標の達成のみを評価項目としてございましたけれども、現在はそれにこだわることなく、子供た

ちの自主的な環境への取組を柔軟に評価する形に変えてございます。この事業で報告をいただいた取組の

事例でございますけれども、エコキャップの回収、教室の消灯確認、先ほどもお話ありましたけれども、

緑のカーテンの栽培といったものからエコポスターの作成、エコアイデア、省エネの川柳といった町の環

境事業への参加、そして川の生態系調べや松の植林体験といった地域の特色が見られる活動など、様々な

活動が報告されてございます。これからも本事業を継続しまして、子供たちへの環境への意識向上と学校

への環境学習の機会の積極的な導入の推進を行っていきたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  ありがとうございます。やはり私の未来は30年生きたいと思っておりますけれ

ども、これは多分無理だと思います。でも、子供たちのため、子供たちはこれから50年、60年、70年とつ

ながるわけです。その子供たちがやはり今課長おっしゃいました対策を意識を持ってやるということが非

常に大切なことではないかと思います。 
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  それで、我々の町のごみの排出は676グラムという数値出てございますが、環境省で出している、人口10万

人未満の長野県川上村、これは294.9グラム、人口10万人以上50万人未満の東京都小金井市、これは609.4グ

ラム、我々の遊佐町よりも小金井市のほうはもっと低い数値を出してございます。では、どのような施策

というか、行動がこの数値に結びついているのかと。ちょっとインターネット上のホームページを見てみ

ました。そしたら、やはり遊佐町と大きく違っていたのが、小金井市ごみ処理基本計画子ども版というも

のがございまして、全33ページ、この小金井子ども版で子供に対してやはりＣＯ２削減のためにはごみ処理

が非常に重要なのだということを啓発していた。それがこの数値につながっているのかなと。あとは、我

々は燃えるごみは燃えるごみで全部出してしまいますけれども、細分化、先ほども申しました燃やすので

はなくて、資源になるものは資源として使うという、リユースというふうになっていますけれども、生ご

みを生ごみとしてやるのではなくて、先ほども長井の話ししましたけれども、資源、肥料として循環をさ

せる、こういう取組がやはりこの数値の低いところではやっていると分かりました。それで、当町でも先

ほど町の小学校で生ごみ乾燥機にかけているというお話でした。この乾燥機の補助を出していることも知

っております。自然発酵式のコンポストの補助も出しているのも知っております。先進地とでも申しまし

ょうか、２年前に、コロナ禍の前に視察に行った高知県のいの町というところ、このいの町では生ごみ処

理器無償貸与、つまり生ごみにするやつを無償で一家に２台貸与して、生ごみを肥料化するために貸与し

ますという施策を講じているということも知りました。ですから、当町でも２分の１、５万円という縛り

をもう少し考えてもよろしいかなと思っております。これは私の希望です。私２年前にも同じことを言っ

ています。私は、生ごみはほとんど出してございません。同じことを言わせてもらえば、コンポストを３

つ並べて使って、順番順番に資源化して畑にまいてございます。それで、立木、木もありますので、木を

切ったやつは昔でいう、アッケツ場ではないですけれども、堆肥場といいますか、ごみ置場、堆肥化する

場所、昔は多分どのご家庭にもあったのではないかという記憶ありますけれども、私は環境的にそういう

ことができる環境にありますので、それをやっております。環境推進委員のときに、７月に啓発月間で立

会いをするわけですけれども、やはり何でこれ、もうちょっと工夫したらごみとして出さなくてもいいの

ではないかなと思えるようなものが多々ございました。やはりそれらも啓発の一端で、先ほど言いました

けれども、子供がおじいちゃん、おばあちゃん、もうちょっとぎゅっと搾って、うちでもそういう環境あ

るのだからコンポストを使おうとか、お父さん、お母さん、それこそ私の将来のためにもうちょっと頑張

ってぎゅっと搾ってちょうだいというようなことがあれば、多分親は子供の言うことを聞いてくれるので

はないかなという希望を持っているわけでございます。 

  それで、生ごみ処理の問題は終わらせてもらって、炭素クレジットという文言ございますけれども、こ

れについていかがお考えか。産業課長、よろしいですか。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えさせていただきます。 

  炭素クレジットについての所見ということではございましたけれども、前提といたしまして町として現

在取り組んではいないということをまずはお伝えをさせていただきまして、炭素クレジットについての概

要をちょっと説明させていただきたいなと思います。 

  炭素クレジットとは、ＣＯ２等の温室効果ガスの排出について、日常生活や経済活動において削減努力を
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行った上で、なおどうしても排出されるものを排出量に見合った削減活動に投資することにより埋め合わ

せをするカーボンオフセットという国際的な仕組みの中で、市場取引できるよう活動等を数値化したもの

と認識しております。国内では、2013年からＪ―クレジット制度といたしまして経済産業省、環境省、農

林水産省が対象となる活動を認証しておりまして、民間企業、自治体等の省エネ、低炭素投資等を促進し、

クレジットの活用で国内の資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指すこととされておるようでござ

います。山形県内につきましては、山形県が実施する住宅分野のバイオマス固形燃料による化石燃料代替

プロジェクト、こちらのプロジェクトがＪ―クレジットの認証を受けているようでございますけれども、

現在のところ県内でも認証事例は限定的な状況でありますので、今後、県内各分野の取組動向を注視して

まいりたいと思っております。事前に通告いただきましたのが農業分野における炭素クレジットというこ

とではございましたけれども、以上のような状況となっております。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  ありがとうございます。これは私、ＮＨＫのニュースで報道を聞きまして、ち

ょっと完全に付け焼き刃的な知識で、本当に夢みたいなことを申し上げますけれども、ＮＨＫではライ麦

を使って地中に二酸化炭素を貯留して、その数値を出してお金にするという、簡単に言えばそういう農業

で二酸化炭素を減らしてお金にするというような内容の報道だったのです。当町でなかなか、農業センサ

スということで畑、昭和30年の畑の利用値と平成27年の畑の利用率、もちろん田んぼもそうでございます

が、かなり使われていないという数字が表れております。この使われなくなった畑、田んぼを利用してこ

ういうことできないものなのかなという一つの夢的なものを持っておりました。 

  農業委員長にお尋ねしますけれども、農地が使われない、使われなくなった、非常に我々素人が簡単に

考えるようなものではないのだとは思いますけれども、農地のその有効活用、これについて何かご所見ご

ざいますでしょうか。 

議 長（土門治明君）  佐藤農業委員会会長。 

農業委員会会長（佐藤 充君）  農地の活用ということでありますけれども、先ほど炭素のことについて

課長から説明ありました。その炭素の活用ということは、地球温暖、温室ガス、これでありますけれども、

農地の活用としますと、まだ発表にはなっておりませんけれども、方法は１つあるのです。データから申

しますと、地球上の地球温暖化ガスですか、この温室効果ガスのほうが世界で335億トンが出ております。

その中で、中国のほうが28％で大体90億トンで、アメリカのほうでは14％ぐらいで大体50億トン、インド

のほうが27億トンで、大体半分がこの３つの国で出ているという。日本のほうは大体５番目で、4.7％ぐら

いですか。こういった温室ガスですけれども、それをどうするかというのは日本の中で滋賀県の琵琶湖の

ほうで何かそういう炭素の取扱いの工場ができているってあるのですけれども、その訳は温室効果ガスの

ほうを空気から取ったやつを民間が買うことによって、それをどうするのかという場合に、そのガスのほ

うを農地のほうに戻すような活動をしたいということは上がっているようなのですけれども、そのことに

よって空気中の二酸化炭素関係を農地のほうに沈めるという、何か一応は話はあるそうなのです。ただ、

そういうのは今国のほうでも脱炭素というのがありますし、今日の山新でもエネオスですか、先ほど光保

議員のほうが投資をすると言っていましたけれども、エネオスのほうがそういう環境のほうにも投資する
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というのがありました。ですから、そういう温室効果ガスのほうを農地のほうに集めてそれを、場所は農

地だというような話はあるそうなのですけれども、実現化はしていないということであります。これから

先、農水省のほうもみどりの食料政策が2050年まで30年間ありますけれども、そういう中でも温室効果ガ

スというのをゼロにしたいという、先ほど町長のほうもカーボンオフという言葉ありましたけれども、そ

れに向かって取り組んでいるというのはありますけれども、まだまだ現実には無理だという。ただ、そう

いう企業投資のほうを、そういうような投資をしているという機運があるというのは確かでありますし、

もう何十年後でありますけれども、多分あればいいなって、そういうことを思っております。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  大変ありがとうございました。夢が現実になることを希望するものであります。 

  通報システムですけれども、ご答弁でワンちゃん、猫ちゃんがいたずらして発送されるくらいというこ

とで、この対象者が無事過ごされることを祈りつつ、緊急避難の計画等ございますけれども、まずは65歳

以上の、私を含めて健康に暮らせることを希望して私の質問は終わらせていただきます。どうもありがと

うございました。 

議 長（土門治明君）  これにて３番、佐藤俊太郎議員の一般質問を終わります。 

  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  今回、一般質問最後になりました。いつもの、前回の議場は窓があって、外の様

子を見ながら、今日みたいな日は今頃小学校が、黄色い雨具を着てちょうど帰る様子を見ながら、気をつ

けて帰れよと言いながら、そして天気がよくなればあした稲刈りできるのではないかというようなことを

思いつつ議会をしていたということであります。ただ、この新しい議場、一切そういうことはありません。

おかげさまで会議に集中できるという非常にいい環境であります。だからといって前の議場が悪いという

わけではございませんが、そういった意味で新たな気持ちで一般質問させていただきます。 

  それでは、通告に従って質問させていただきます。まずはコロナ問題からであります。いまだに猛威を

振るう新型コロナ感染症でありますが、全国では感染者が昨日時点158万人、死亡者が１万6,409人という

ことであります。山形県では、今日の山新を見ますと感染者が3,323名、それから死亡者が51名というふう

に記載されておりました。我が町を見れば、感染者は６人であります。町の迅速な対応と町民の感染防止

の意識の高さから、最低限度に抑えられているのかなというふうに思っております。65歳以上のワクチン

接種は７月から８月にかけて対象者は２回接種を終了し、現在は64歳以下16歳までのワクチン接種が行わ

れております。今回、12歳から15歳の若年層の接種が意向調査を進めておるとお聞きします。10月からの

開始をする予定と伺っておりますが、皆さんもご承知のとおり、年齢が下がるにつれて副反応が強くなる

傾向があります。腕が上がらなくなったというのはまだましなほうで、高熱が出て寝込んだとか、よく耳

にする話であります。町民のワクチン接種状況は、65歳以上のワクチン接種は、若干数字は変わるかもし

れませんが、95.4％であり、64歳以下16歳までが、８月の31日現在でありますが、79.2％で、見込みとし

ては87％前後になるのかなというふうに担当者は予測しているようであります。町内のワクチン接種状況

は、65歳以上のワクチン接種は95.4％であり、64歳以下16歳までが、町の調べでは12歳から15歳のワクチ

ン接種対象予定者は311人でありますが、令和４年２月28日までの年齢なので、３月生まれの６年生は未接

種となります。国の制度でありますが、仕方がないかもしれませんが、不公平感を感じるところでありま
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すが、今後12歳から15歳までのワクチン接種における課題をお聞きします。 

  次に、我が町が強く推し進めている移住、定住支援事業が昨年度から続くコロナ禍により、人の往来が

できない状況にあります。思うような成果が上がらないようであります。町のホームページを見ますと、

山形県遊佐町ＩＪＵターンポータルサイトがあります。そこには、維持に関しての心構えや準備、子育て、

住まい、就職など、細かくフォローはしております。しかし、自分の住む場所をホームページだけで選ぶ

人はおりません。リモート面接なども行っているようでありますが、やはり現地に来ていただき、自分の

目で、肌で感じ、確かめることが今も昔も変わらないのではないかと思っております。コロナ禍以前、過

去４年平均は18.5組、44人が毎年移住しております。今年度はいまだに実績がないとお聞きしますが、国

もデジタル庁を開設し、リモートによる仕事環境を整えつつある中、都会からの脱出組が増えております。

課題を整理し、次につなげるための時間だと思いますが、町の考えを伺います。 

  次に、先ほどからいろいろ話題になっておりますペイペイ利用還元お買物キャンペーンについて、早期

終了における町民への周知は適切であったのかと、そんなことについて伺います。６月定例会で承認され

た補正でされました支援事業でありますが、８月、９月の２か月間の実施予定であったのが予想を上回る

利用がありまして、８月での早期終了となりました。近隣の市町を参考に予算計上したと思いますが、読

みが少し甘かったのかなというふうに私は考えております。参考にしたであろう庄内町は、６月中、実施

中の中ですが、6,000万円ほどの補正を組んでいました。この時点で我が町も大幅な予算をオーバーする予

想はされておりました。８月実施の当町にすれば、これも大きな参考事例なはずでしたが、事例の予防手

当てをしないままに実施したため、早期終了は町民や取扱い業者に多大な迷惑をかけたと私は思っており

ます。これを教訓に、事業実施においてはしっかりした準備期間を要して検討していくことが大事かなと

いうふうに考えております。 

  町のほうの考えを伺いながら、壇上からの質問といたします。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  それでは、549回遊佐町９月定例会の最後の質問者であります10番、髙橋冠治議員

に答弁をさせていただきます。 

  答弁に入ります前に、コロナウイルス感染症が非常に拡大をして、８月12日に20代女性という形で遊佐

町でも発表し、もう13日には対策本部会議、緊急に開いたわけですけれども、このような状態で遊佐町が

拡大が防止されていることにつきましては、やっぱり山形県当局はじめ、遊佐町議会、そしていろんな機

関の大きなご尽力をいただいているということでありますので、それらの関係団体に大いなる御礼を申し

述べたいと思いますし、そして何回か緊急対策本部開催の後に町民の皆様へお便りでお願いという形で通

知をさせていただきました。協力をいただきました町民の皆様にも深い深い感謝を申し述べるものであり

ます。 

  さて、コロナウイルスワクチンの若年層への接種計画についてでありますが、優先接種となる65歳以上

の高齢者を対象したワクチン接種は、５月から７月にかけて町民体育館、吹浦まちづくりセンターを会場

に集団接種を実施いたしました。集団接種、個別接種を合わせると、８月31日現在、１回目のワクチン接

種が終わった高齢者の接種率は95.3％、２回目の接種が終わった高齢者の接種率は92.6％となっておりま

す。先日、私は交通安全協会の早朝指導にも立ち会わせていただいたことがありましたが、いや、持病の
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関係でなかなか接種に応じられないのだという方もいらっしゃったと伺いましたので、それぞれの都合で

やっぱり接種に、できなかったという方もかなりいらっしゃったのだなという思いで、それらの方につい

ては本当に感染しないように祈るばかりでありました。また、16歳以上64歳以下のワクチン接種につきま

しては、旧え～こや八福神を会場に８月４日より水曜日から日曜日の週５日間を実施し、９月までに終了

予定であります。８月30日現在の接種率は、１回目の接種が終わった方が68.8％、２回目の接種が終わっ

た方は38.1％となっております。64歳以下の接種につきましては、高齢者の方法とは違い、コールセンタ

ーとインターネットの予約に変更いたしましたが、大きな混乱もなく順調に進んでいるとの報告を受けて

おります。 

  次に、満12歳以上15歳以下の中高生を対象にしたワクチン接種についてでありますが、基礎疾患を持つ

小中学生については、かかりつけ医での個別接種、その他の小中学生については集団接種で対応していく

予定であります。集団接種につきましては、教育委員会、遊佐医会と協議し、１回目の接種を10月２日土

曜日と３日日曜日、２回目の接種を10月23日土曜日と24日日曜日の日程で進めております。対象となる小

中学生の保護者に対し、ワクチン接種希望の有無、個別接種、集団接種の意向調査を実施し、ワクチン接

種への理解と同意を得ながら、安心、安全な接種体制の構築に努めていきたいと考えております。心配さ

れる小中学生のワクチン接種後の副反応については、データ等情報が少ない中で接種部の疼痛や発熱時の

全身反応を認める割合が高齢者よりも高いことが報告されております。そのため、接種前の本人と保護者

による十分な説明が重要であると考えていますし、接種後の副反応への対応については、遊佐医会の先生

方、そして酒田地区広域行政組合消防本部と連携を図りながら対応していきたいと考えております。そし

て、ワクチン接種後は、ワクチンを接種しなかった子供たちに対する差別的行為がないような配慮も必要

と考えております。 

  ２番目でありました定住支援事業、低調であると申されましたが、本町での移住、定住対策につきまし

ては行政内での各課連携して対策に当たるため、庁内連絡会議、行政と町内関係団体が協力して町全体で

総合的に移住、定住施策を進める遊佐町ＩＪＵターン促進協議会を設置して体制を整え、遊佐町総合発展

計画、遊佐町総合戦略、そして遊佐町定住促進計画に基づいてその時々の町を取り巻く状況を分析しなが

ら計画的に取り組んでまいりました。その結果、平成28年度から令和元年度まで４年間の空き家バンクや

移住相談等のＩＪＵターン促進協議会の相談を通して移住された世帯、人数は、議員ご指摘のとおり、平

均18.5組44名となっております。協議会を設置した平成24年度から令和２年度までの移住世帯、移住者数

は計116組260名となっており、近年では20世帯40名の移住者を維持してまいりました。しかしながら、コ

ロナ禍での取組となった令和２年度は、11組17名の移住にとどまりました。緊急事態措置、まん延防止等

重点措置が取られる中、県境を越えた移動が制限されたため、首都圏等での移住相談会等の開催、移住希

望者から来庁していただいて移住体験や直接面談をしての移住相談の実施もかなわないことから、結果と

して平均を下回る数値となったものと考えております。今年度の協議会を通じた移住者数は、新型コロナ

感染拡大の影響は続いており、地域おこし協力隊１名の移住はあったものの、８月末現在、協議会を通じ

た一般の方の移住はゼロ件となっています。しかし、報道による、特に首都圏では新型コロナの影響から

首都圏と比較して感染者が比較的少ない地方への関心が高まっていると言われており、現に協議会の移住

相談件数実績を見ますと、コロナ感染拡大前の令和元年度から延べ196件、拡大後の令和２年度では延べ
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201件、４月から７月までの件数を比較しても令和元年度では延べ69件、令和３年度では延べ90件と、増加

傾向にあります。この状況を踏まえ、まずは遊佐町を知ってもらう、選んでもらうための新型コロナに対

応した情報発信、相談体制の充実が必要と考えております。本来であれば直接お会いして、あるいは本町

にお越しいただいて気候、食事、買物などの生活手段、町民の人柄などを事前に相談、体験して、納得い

ただける後に移住していただくことが後々のトラブルを避ける意味でも重要ですが、それができないこと

から、新たな町独自で８月からインターネットを使用した移住オンラインセミナーを行っております。移

住者の体験談等を発信しながら、フリートークで移住施策や生活についての情報を発信し、好評を得てお

ります。このほかにも、事前連絡による個別のオンライン移住相談にも取り組んでおります。現在、町で

は庁内関係課の職員から成るワーキンググループにて、第３次遊佐町定住促進計画の策定作業を進めてお

り、各課にて状況分析と、これまでの施策実績を踏まえた課題抽出と施策内容の検討を行っております。

職員には、町民の意見を取り入れ、新型コロナ、アフターコロナを考慮し、従来の施策や手法にとらわれ

ず検討するように指示しているところであります。この計画に基づき、移住希望者のニーズを捉えて状況

に対応しながら、今後も多方面での移住、定住促進に取り組んでまいります。 

  ３番目の質問でありました早期終了が町民への周知は適切であったかという質問でありました。このペ

イペイの質問については、これまでにほぼお三方から質問ありましたので重複するかもしれませんが、ご

容赦お願いしたいと思います。遊佐町キャッシュレス決済導入促進支援事業である「お買物は遊佐町で！

ＰａｙＰａｙの利用で最大20％戻ってくるキャンペーン」については、８月１日から９月30日までの予定

で実施していましたが、当初の予想を上回る利用をいただき、予算額を大きく超える見込みとなったこと

から、８月31日で早期終了とさせていただきました。ご質問の予算額の根拠についてでありますが、Ｐａ

ｙＰａｙ株式会社のマーケティング分析を基に予想額を設定いたしました。６月の段階では、酒田市と鶴

岡市で実績があり、庄内町ではキャンペーン実施中でありました。遊佐町は初めて実施ということで、庄

内管内の実施例を参考にしましたが、酒田市と鶴岡市ではペイペイ加盟店舗数と規模が大きく違うことか

ら、庄内町を基準に予算額を算出いたしました。庄内町は、多くの決済利用があるスーパーマーケットと

ホームセンターが複数あり、全体の加盟店舗数も遊佐町を上回るため、庄内町を基準にすることで予算内

での事業実施を目指したところであります。早期終了までの経緯については、８月第１週のキャンペーン

還元額の推移を確認したところ、予算を大きく超過することが想定されましたことから、８月10日からＰ

ａｙＰａｙ株式会社と早期終了についての契約協議を開始いたしました。事業者と利用者への影響を考慮

し早期の周知を目指しましたが、ＰａｙＰａｙ側との契約の協議、キャンペーン終了の調整があり、８月

20日に事業者及び利用者への周知をすることでＰａｙＰａｙ側と合意に至りました。早期の終了の判断は、

今までは適切であったと考えております。予定を１か月繰り上げてのキャンペーン終了となり、事業者と

利用者の皆様にご迷惑をおかけしたことは申し訳なく思っておりますが、今回のキャンペーンの事業検証

をこれから的確に行い、キャッシュレス決済サービスの導入を今後も促進してまいりたいと、このように

考えております。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  まずは、６月議会でも、あのときは64歳以下のワクチン接種はどうなのかと、日
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曜日もやってもらいたいというような要望をしたところ、医師会等の調整がつき、日曜日も接種にしてい

ただいたということで、まずは順調に進んでおります。酒田市はまだ50歳代がやっていて、40歳代にはも

う少しかかるということで。特に私が感じたのは、ふらっとの従業員で酒田から来ている方もおります。

盆のあたりは、もう県外のお客さんと接して、はらはらしながら接待していたのかなというふうには私は

思っておりました。まずは遊佐町については順調だと。これから９月議会で、今度はもう一つ下の15歳か

ら12歳ということでお聞きします。先ほど私も言ったとおり、町長も言ったとおり、年齢が低下するとや

はり副反応が大きくなるというような現状があります。まずは、これ厚生労働省から出した保護者向けの

説明によりますと、接種して数日以内に起こる症状としては、50％以上が注射をした部分の痛み、疲れを

感じ、頭痛ということであります。あくまでも予想でありますが。10％から50％で筋肉痛、寒け、関節痛、

発熱というふうにされております。そして、少なくなるのですが、１％から10％が注射した部分が腫れ、

赤み、下痢、嘔吐ということで、そういうような症状が出ます。一番重たい症状としては、アナフィラキ

シーというような重いアレルギー反応があります。これは蕁麻疹や息苦しさなどの症状が出るということ

で、非常に心配するところであります。もう一つは、血管迷走神経反射というように、ワクチンを受ける

ことに対する緊張感や痛みをきっかけに血の気が引いてしまって立ちくらみがしたり、気を失ったりする

わけなのですが、休ませておければ回復するということで、それは別にあまり問題はないということであ

りますが、要はやはり重い副反応があったときの対応です。答弁にはしっかりと、それから広域行政組合

との連携をしながらというふうにありましたが、12歳から15歳は医者でいえば小児科に当たるわけです。

まずは、できれば小児科がいればいいのですが、なかなかそれも容易でないと。でも、まずは町としては

酒田市の小児科医のほうには一応打診はしているのかなというふうに思いますが、その辺はどうでしょう

か。 

議 長（土門治明君）  池田健康福祉課長。 

健康福祉課長（池田 久君）  議員おっしゃるとおり、12歳から15歳につきましては小児科のほうが専門

ということになります。遊佐町には当然小児科はいらっしゃいませんので、酒田市のほうの小児科医の一

応代表という方のほうにお伺いしまして、10月の接種のほうのときに協力を得られないかということでは

一応話はしたのですけれども、やっぱり小児科医のほうも自分たちの診療もありますし、休日診療にも出

ているということでありまして、なかなか厳しいかなということです。ただ、まず他の小児科医の皆さん

にもメールで流していただいて、今、回答を待っているという状態であります。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  まずは返答を待っているということでありますが、やはりその辺の関連を連携し

ながらやっていただきたいというふうに思います。 

  事例としては、山形市が12歳から15歳今しているのだそうですが、やはり数名が病院に搬送されたとい

うような事実もあります。お医者さんサイドからもやはりそういう重症、子供はやはり出るときは副反応

多いので、医療関係の立場からしてもやはり重々気をつけながら接種はしていかなければいけないという

ふうには言っておられましたので、まずはその辺は注意していくしかこれはないので、そして保護者への

周知と、それからもし何かあったときに適切な処理をできるような体制を組むと、これしかないわけであ
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ります。まずはそのようにしていただきたいというふうに思います。 

  まず、事例があまりないということでありますが、ここに京都大学の細胞研究所代表の山中伸弥氏の発

言があります。まずは臨床試験をやって、12歳から15歳までの2,260名が対象をして、ファイザーのワクチ

ンですが、16歳から25歳までと比べてまず副反応が強いのですが、獲得できるその中和抗体、免疫力は16歳

から25歳に比べて1.8倍に増えるのだそうであります。増えるということは、やはりそれだけの副反応が出

てきやすいという、このような結果でありましたので、参考にというふうに思っております。まずは、今

保護者への説明やっていると思いますが、どのような説明の仕方で今行っているのか伺います。 

議 長（土門治明君）  池田健康福祉課長。 

健康福祉課長（池田 久君）  保護者への説明というのは直接的ではなくて、希望の有無を取る段階でワ

クチン接種についての説明というものも一緒に入れてあげて理解をしていただくという、その上での希望

の有無を取っているということであります。 

  なお、アンケートの結果については、６日締切りだったものですから、やっとちょっと今日の朝まとま

りまして、中学生については接種希望が93.5％、小学生については75％の保護者の方が希望接種するとい

うことで回答を得ています。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  中学校かなり高いと。まず、特に３年生は受験を控えておりますので、その辺を

含めて高いのかなと。小学校は、まだ６年生なので、その辺は少ないのかなという。ただ、先ほど壇上で

も言いましたけれども、これ令和４年度の２月の28日までの誕生日ということでありまして、３月生まれ

は対象外になってしまうと。これは、では町で何とかできるものなのか。国の制度なのでできないと思い

ますが、余ったワクチンを打つとか、そんなふうにはならないのか一応お聞きします。 

議 長（土門治明君）  池田健康福祉課長。 

健康福祉課長（池田 久君）  これにつきましては、国の通知にもありますように、満12歳以上というこ

とでありまして、このワクチン接種については先ほど議員おっしゃるとおり令和４年の２月28日までとい

うふうに決まっておりますので、それから超えてワクチンを接種するとかといったこと、あるいは３回接

種するとかというようなことはまずこちらではできないということです。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  できないということであります。仕方ないといえば仕方ないのですが、かわいそ

うだといえばかわいそうだというふうに思っております。まずはしっかりした対応をしていただいて、安

心、安全な接種にしていただきたいことを望みます。 

  それでは、次に移ります。移住、定住です。先ほど町長も答弁の中で、私もコロナ禍において実績が出

ないというのは、それは当たり前の話でありまして、これが実績がばんばん上がるというのはなかなか考

えにくいことであります。なので、今の時期に次への、今も問合せはかなり来ていると、その問合せの人

方をいかにコロナ禍が収まった時点で町が受け入れる要素を出していくかというのが今一番の問題なのか

なと。だから、今は、充電期間という言い方はおかしいのですが、その対応、問い合せた人がどういう気
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持ちで問合せをしているのかを分析しながら、コロナ禍が収まったときにそれをしっかりつなげていけば

いいなというふうに思っております。まず、平成28年は本当に22組で60人も来ております。よく酒田市の

皆さんとお話しすると、人口の割からいえば遊佐町は本当に移住、定住は進んでいる行政体であります。

なので、私は酒田に行って胸を張ってもいいのかなというふうにいつも思っておるところであります。よ

く酒田市のホームページを見ます、移住の。「ａｔ ｓａｋａｔａ」とかってありましたが、ホームペー

ジがあまりにもすばらし過ぎて、ホームページを見ただけで行きたくなるような、そんな充実していたホ

ームページでした。遊佐町にもホームページあるのですが、見比べてしまうとやはり、もっといろんな情

報、それからやり方があるのかなというふうにまず見えましたので、今の時期にそれらを参考にしてやっ

ていただきたいと。なぜかというと、やはり最初の取りつきというのは意外とネット環境で取りつく方が

多いわけです、今は。なので、その辺を今の期間で何とかならぬものかというふうに思っておりますが、

どのようにお考えか伺います。 

議 長（土門治明君）  佐藤企画課長。 

企画課長（佐藤光弥君）  今議員おっしゃられたように、問合せが来ている分については今現在リモート

等での相談しかないわけで、やはりこういったところは実際お会いして、きめ細やかな情報提供とか、細

かいニュアンスまで伝わるようなことが本来は一番いいわけですけれども、今現在はリモートでしか行え

ないですし、こちらに来ていただくこともできないということで、非常に苦慮しているところです。 

  次、酒田市のホームページのお話ございましたけれども、やはり今の時代何でもネットで検索して情報

を得るというところが多くなっておりますので、その最初のきっかけ、出会いというのはおかしいのです

けれども、そこの部分というのは非常に第一印象大きいところがあると思いますので、町の移住のホーム

ページ等についても酒田市、ほかの市町村等のページを参考にしながら、より食いついてもらえるという

か、より選んでもらえるようなサイトにしていければいいのかなと、今特にコロナの状況ではそういった

ことが重要になってくるのかなと思っております。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  このコロナ禍において、移住とか定住が急増しているところがあります。それは、

やはり首都圏から近いところです。特に埼玉県の中でも川口市というところが、ちょっとネットで見たの

ですが、昨年度の予算より、市税ですね、34億円ほど予想より多く税金が入ったというような事例があり

ます。内容というか、どういうことでなったのかというと、やはりある程度の高収入の若い世代が定住し

ているということであります。コロナ禍で、そんなに会社に毎日行かなくてもいいと、それでも行くとき

にはそれなりの近場であると、そしてその場所で生活が完結できると、そういうような場所が非常に選ば

れていると。選ぶ人も、違いはあるのですけれども、やはりそういうところもしっかり見ていかなければ

いけないのかなというふうに思っています。今までは、もう移住している川口辺りからほかの田舎に住み

たいという人が出てくるのに、都会からちょうどいいのです、やっぱりあそこが。新宿まで二、三十分で

行きますし、いろんな線が入っておりまして、やはりコロナ禍で移住の何か考え方も世代によって大きく

変わっているということでありますので、そのようなことも分析しながらまずは準備をしていただきたい

というふうに思っています。まずはお試しの住宅、いろいろ施策をして、遊佐町は意外と、意外というの
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は失礼なのですけれども、一生懸命私は定住施策をやっているのだと思います。そのおかげで人口の割合

にしては多く来ると。それから、底辺には生活クラブとの交流とかがありまして、都会と田舎のネットワ

ークづくりが上手なのかなというふうに私は思っております。なので、そういう面からしてもこれからも

研究を、研究っておかしいけれども、分析しながら頑張ってもらいたいと思っております。 

  ちょっと話変わるのですが、地域みらい入学制度があります、遊佐町の。これも移住に関してあるので

すが、コロナ禍で、教育課長に伺いますが、今の状況というのがどういうふうな形になっているのかちょ

っと伺います。 

議 長（土門治明君）  菅原教育課長。 

教育委員会教育課長（菅原三恵子君）  お答えいたします。 

  ご質問のいわゆる遊佐高校支援事業に係る県内留学生の募集に関してでございますけれども、当初では

今年度は遊佐高校オープンスクールに合わせて、８月１日から３日に県外の中学生を対象に自然体験プロ

グラムを計画しておったところでした。ところが、７月下旬から１都３県が緊急事態宣言地域となって、

交流による体験プログラムを予定したものを本当に残念ながら断念したところでありました。この後、見

学につきましては個別にて受け入れることと方針転換をしまして、その旨を引き続き当初のプログラムの

参加予定者などへ通知を出して、アプローチを続けております。実際の見学の受入れのほうは、10月末ま

での予定で段取りを組んでおります。どうか一人でも多くという思いの中で、現地を見る機会を持ってい

ただくようコーディネーター、地域おこし協力隊ほか、現役の高校生と連携を取りながら、鋭意個別の相

談を受けているところでございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  高校生も一つの移住者でありますので、まずは問合せ、多分コロナ禍でいろんな

状況があって、夏休みに計画していたのですが、首都圏の緊急事態宣言等ありまして、それらのものが全

て中止になったというのは非常に残念でなりません。しかし、問合せはあるのだと思いますが、11月にた

しか面接はするというふうに話がありますので、10月中には遅くともこちらに来てこの環境を見ていただ

きたいと。私は、遊佐高の屋上から見る鳥海山が遊佐町の中でも一番すばらしい鳥海山だというふうに思

っておりますので、その辺もし差し支えなければどのぐらいの問合せがあるか伺います。 

議 長（土門治明君）  菅原教育課長。 

教育委員会教育課長（菅原三恵子君）  お答えいたします。 

  今のところ、本人の希望、意欲の高いと思われる生徒は４名ほどおられます。いずれも関東圏からの見

学希望でありまして、中には中学２年生のときから遊佐高に関心を寄せており、今から過去問を取り寄せ

たいなどの声があるようでございます。このほか、先ほども触れておられましたが、数件の問合せはあり

まして、何とか11月に予定しておる県外留学制度の申込み受付にこぎ着けたいというふうに考えておりま

す。 

  なお、今年度におきましても、地域みらい留学の合同学校説明会はオンライン開催となっておりますけ

れども、６月から10月上旬までを予定しておりますので、そこに参加をしまして、特に学校別の説明会で

はもう最大限魅力を発信していくよう意気込んでおるところでございます。改めて遊佐高校支援事業につ
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きましてもふるさと納税を財源としながら定住施策に位置づけておりまして、各種の支援事業を推し進め

ているというところでございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  そのような段取りを組んでいるということであります。先般の荘内日報にも名古

屋市から移住してきた双子の兄弟が載っておりまして、遊佐高の紹介の中で非常にほほ笑ましい感じでは

見ておりましたが、まずはその高校生方が将来町に住んでいただけるという希望を持ちながら、しっかり

その辺も移住、定住施策の一環としてもやはり考えながらそういう支援をしていただきたい、そんなふう

に思っております。 

  それでは、最後のペイペイについて伺います。昨日からずっとペイペイの話で盛り上がりまして、我々

も先ほど１番議員の話でデジタル化をがんがん進めていくというような話でありました。必ずやってくる

ことなので、そのタイミングがいつだったというと今だったというふうに、そんなふうには後から思うの

だと思います。なので、今でしょうという話もあるのですが、それなのでしょうというふうに私は思って

おります。まずは、私はその２か月という実施期間が１か月で終わったということで、町民の周知、町長

は何も問題ないというふうな話をしておりましたが、やはり私が思ったのは、８月20日で１か月で終わり

ますよと、１か月で終わることが駄目だというわけではなくて、私は適切な判断だと。私はそう思ってお

ります。何げなく新聞の広告を見たら、あるスーパーが、21日か20日の広告でしたね、ペイペイ８月、９

月実施中というふうに書いておりました。なので、これも間に合わなかったのかなというふうに。やっぱ

り事前に刷ったものですから仕方ないとしましても、見る町民からいえば、えっというふうに思うわけで

あります。やはり盛況だったため、８月８日に一時ペイペイ支払いが止まった店舗がありまして、私も確

認のために行きましたけれども、入り口に今停止というふうに書いてあるのならいいのですけれども、ぐ

るっと回って、籠を出して会計するところに書いてありました。やっぱり、えっというふうにいろんなお

客様が言っていました。そういうことも含め、やはり鶴岡、酒田、庄内やって、庄内中の皆さんがもうペ

イペイの段取りができているのです、いつ使おうかと。ああ、遊佐でやったと、さあ、行こうぜというよ

うな、そんな感じでした、やっぱり。我々も若干ほかで使わせていただきましたが。なので、やはりかな

りの、初日から利用率がぐんと上がっていました。庄内町を参考にしたという話でありますが、庄内町だ

って先ほど言ったように中間のときに6,000万円補正して、現実は5,800万円ぐらいだったという話であり

ますが、それが６月中でありますので。こちらは８月。８月なので、まだ１か月ちょっとの期間はあった

ので、もしやはり財源が容易でないときは、１か月で終わるということを仮定しながらやっぱり動くべき

だったのかなというふうに思っております。８月22日のガソリン詰めた人が、今回はあれ買って９月には

タイヤを買うのだというふうに私に言っていました。いやいや、８月で終わるのだって言ったら、ええっ

というふうな話をしておりました。意外とそういう人が多くて、やはり周知というのは大事なのかなと。

町民サービスですよ、これは。周知というのは。町民サービス、周知。町民に迷惑をかけないというのは

町民サービスなのです。町長では先ほどやはり迷惑をかけてしまったと言っておりましたので、やはり町

民には混乱、それから対象事業者にはそれなりのやはり、前もって仕入れをしなければいけないというよ

うなものもあります。１週間で来るもの、１か月しないと来ないもの、いろいろあるのだと思います。そ
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ういうことを含めてやはり早めの告知が必要だったのかなというふうに思っております。その辺はどのよ

うに。庄内町を参考にしたという話ですが、その辺を伺います。 

議 長（土門治明君）  渡会産業課長。 

産業課長（渡会和裕君）  お答えをいたしたいと思います。 

  今改めていろいろな混乱とか、そういったものを招いているというご指摘をいただきました。やはり庄

内町を参考にさせていただいて最初の予算を設定させていただいたわけですけれども、それは当然６月の

庄内町さんの動きもこちらでも把握をしておりました。結構大変なのだなという思いはそのときにはあっ

たわけですが、その後８月実施に向けての期間は若干あったわけですけれども、ただよくよく考えてみま

すと当初２か月間ということで設定をさせていただいたわけでありますので、何とかその２か月間は実施

を継続したいという思いで始めさせていただきました。結局始めてみて、ほかの町がそうだからといって

遊佐町にも当てはまるともなかなか言い切れないかなということもありまして、まずはやってみて動きを

見ましょうと、それで大体１週目あたりから動きを注視して、これではちょっと予算内で間に合わないな

と、収まらないなということが見えた時点でいろいろ協議をして、早期の終了となってしまったわけでご

ざいます。私も後からいろいろご指摘をいただいて、そういうこともあったのだなということはあります

けれども、例えば仕入れの件ですとか、チラシの件も後からお話を伺いました。ＰａｙＰａｙとの話の中

でも、やはり事業者さんに一番早く伝えるべきだろうというお話がありましたので、当初できればという

ことでありましたが、こちらでは10日の時点で早期終了を決定させていただいて、ＰａｙＰａｙさんのほ

うと協議をさせていただいて、一番早く皆さんにお伝えできるとすれば８月16日の広報のお知らせ号にチ

ラシを挟んで回覧とか、そういったことも想定はしたわけなのですけれども、やはり町長答弁の中にもあ

りましたが、ＰａｙＰａｙ側の稟議とか、そういったものに時間を要しまして、結局20日でないと公表で

きないと、ホームページ上でもたしか20日の３時、時間まで指定をされて、その時点で公表させていただ

いた、一般の皆様には。商店事業者さんには、20日の午前中だったのかな、お昼頃まではがきでお伝えを

したといったようなことがございます。何せ、今は何を言ってもあれなのですが、初めての取組というこ

ともありまして、いろいろ不手際、手落ちはあったかと思っておりますけれども、次回以降またやる際に

はそういったところの反省をきちんと押さえまして取り組みたいと思います。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  今年の６月２日に鶴岡がペイペイをやったときのアンケート調査を出しておりま

す。当初、予算が１億5,400万円で、経済効果は７億5,000万円に見ておりまして、結果的には７億5,000万

円が18億2,000万円ほどになって、還元額も１億5,000万円から３億円、ちょうど倍ぐらいになったという

ような６月２日のアンケート調査が出ています。そして、事業者側、利用者側のアンケートもちゃんと出

ております。そのようなアンケート調査もあるので、その辺を参考にしていただければなというふうに思

ったところであります。 

  副町長にお聞きします。副町長、遊佐町総合交流促進施設株式会社代表として、ふらっとあたりでペイ

ペイの利用率、現金とペイペイ、どのぐらいだったかお分かりでしょうか。 

議 長（土門治明君）  池田副町長。 
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副町長（池田与四也君）  お答えいたします。 

  株式会社の利用実績、ふらっとの販売、それから還元状況につきましては…… 

  （何事か声あり） 

副町長（池田与四也君）  はい。ペイペイ使用での決済額が2,393万円、これ株式会社全体であります。20％

還元分が約480万円。町の実績に対しておおよそ十二、三％が当社の利用状況と、実績となっております。

その中で一番稼ぎ頭といいますか、利用実績が上がったのが直売です。野菜、魚。それから、遊楽里、Ｆ

Ｆが非常に利用が高かったと。あぽん、大平も健闘したという状況であります。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  セブン銀行のＡＴＭをふらっとに設置するという話でありますが、まだ審査等が

あって設置できないというふうな話であります。設置するに当たって、その負担割合とかはお考えだと思

います。聞けば町が半額出して促進施設株式会社が半額出すのだという話でありましたが、置くについて

はいろんな制約というか、これぐらいは利用してくださいという話もあります。なので、これから設置し

てどのように利活用していくのか、そして設置したために職員がいろいろ暇なとき利用しなければいけな

いような、そんな状況になるか、ならないのか。もう30秒ございますので、よろしくお願いします。 

議 長（土門治明君）  池田副町長。 

副町長（池田与四也君）  お答えいたします。 

  前回の議会でも説明をさせていただきましたが、当社の経営コンセプトの一つに地域貢献というものが

ございます。今後ペイペイのキャッシュレス決済の流れをくんだ形でＡＴＭを設置し、地域貢献にさらに

尽くし、売上げ向上に努めていきたいなというふうに考えております。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  これにて10番、髙橋冠治議員の一般質問を終わります。 

  これにて一般質問は全員終了いたしました。 

  会議時間の延長についてお諮りいたします。本日の会議時間を本日の日程が終了するまで延長したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声多数） 

議 長（土門治明君）  ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議時間は本日の日程が終了するまで延長することに決しました。 

  次に、日程第２から日程第８まで、議第66号 令和３年度遊佐町一般会計補正予算（第４号）ほか特別

会計等補正予算４件、事件案件２件を一括議題といたします。 

  事務局長をして朗読いたさせます。 

  髙橋議会事務局長。 

事務局長（髙橋善之君）  上記議案を朗読。 

議 長（土門治明君）  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  時田町長。 

町 長（時田博機君）  それでは、私から提案理由を申し述べさせていただきます。 
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  議第66号 令和３年度遊佐町一般会計補正予算（第４号）。本案につきましては、令和２年度の一般会

計決算において、繰越金の額が確定したことから、当初予算編成後の各事業の進捗状況を勘案しながら、

当面する事務事業の緊急性や実効性に照らし、優先順位を整理するとともに、新型コロナウイルス関連予

算について補正するものであり、歳入歳出予算の総額に７億9,400万円を増額し、歳入歳出予算の総額を

100億5,300万円とするものであります。 

  歳入について申し上げますと、地方交付税で１億2,909万7,000円、新型コロナウイルス感染対応地方創

生臨時交付金などの国庫支出金で1,952万9,000円、県支出金で922万8,000円、寄附金で２億円、繰越金で

３億9,075万3,000円、町債で１億4,930万円、その他の収入で147万5,000円をそれぞれ増額するとともに、

繰入金で１億1,336万9,000円を減額し、歳入補正総額で７億9,400万円を増額補正するものであります。 

  一方、これに対応する歳出につきましては、総務費でふるさと基金費などで３億7,652万1,000円を増額、

民生費では社会福祉総務費人件費などで2,100万5,000円を増額、衛生費では新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業などで532万1,000円を増額、農林水産業費では、経営継承・発展支援事業などで2,431万

8,000円を増額、商工費では商工振興一般経費などで5,268万9,000円を増額、土木費では除雪経費などで

3,830万円を増額、消防費では消防資機材等整備事業で613万6,000円を増額、教育費では、小学校適正整備

事業などで891万1,000円を増額、公債費では長期債元金償還金で２億6,000万円を増額、そのほか事業費の

精査等により、歳出補正総額で７億9,400万円を増額計上するものであります。 

  議第67号 令和３年度遊佐町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。本案につきましては、繰入金

と総務費の増額によるものであり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ277万1,000円を増額し、歳入歳出予算

の総額を14億5,377万1,000円とするものであります。 

  歳入につきましては、繰入金を277万1,000円増額しております。 

  一方、歳出につきましては、総務費を277万1,000円増額しております。 

  議第68号 令和３年度遊佐町介護保険特別会計補正予算（第２号）。本案につきましては、介護給付費

及び地域支援事業による国庫支出金、支払基金、一般会計への過年度精算に伴う交付金等の返還及び認知

症高齢者見守り事業による需用費が主なものであり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,960万円を増額し、

歳入歳出予算の総額を19億6,000万円とするものであります。 

  歳入について申し上げますと、国庫支出金で22万7,000円、前年度繰越金では2,937万3,000円をそれぞれ

増額するものであります。 

  一方、これに対応する歳出につきましては、地域支援事業費で22万7,000円、諸支出金で2,937万3,000円

をそれぞれ増額するものであります。 

  議第69号 令和３年度遊佐町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。本案につきましては、繰越

金、諸支出金の増額が主なものであり、歳入歳出総額にそれぞれ80万円を増額し、歳入歳出予算の総額を

１億8,690万円とするものであります。 

  歳入につきましては、繰越金で80万円を増額するものであります。 

  一方、歳出につきましては、諸支出金で80万円を増額するものであります。 

  議第70号 令和３年度遊佐町水道事業会計補正予算（第１号）。本案につきましては、令和３年度水道

事業会計における第３条に定めた収益的支出について、営業費用の取水配水給水費で660万円を増額し、水
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道事業予定額を３億9,384万6,000円とするものであります。 

  議第74号 令和２年度遊佐町水道事業会計剰余金の処分について。本案につきましては、地方公営企業

法第32条第２項及び第３項の規定により、水道事業会計における剰余金の処分を行うため、提案するもの

であります。 

  議第77号 遊佐町過疎地域持続的発展計画の策定について。本案につきましては、過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定により、遊佐町過疎地域持続的発展計画を策定する必要

があるため、提案するものであります。 

  以上、補正予算案件５件、事件案件２件についてご説明申し上げました。詳細につきましては、所管の

課長をして審議の過程で説明いたさせますので、よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し

上げます。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  次に、日程第９、補正予算審査特別委員会の設置についてを議題といたします。 

  議第66号 令和３年度遊佐町一般会計補正予算（第４号）ほか特別会計等補正予算４件については、恒

例により小職を除く議員11名による補正予算審査特別委員会を構成し、審査を行うことにいたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声多数） 

議 長（土門治明君）  ご異議なしと認めます。 

  よって、会議規則第39条の規定に基づき、補正予算審査特別委員会に付託し、審査することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。それでは、補正予算審査特別委員会委員長に総務厚生常任委員会委員長の那須正幸

議員、同副委員長に菅原和幸議員を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声多数） 

議 長（土門治明君）  ご異議なしと認めます。 

  よって、補正予算審査特別委員会委員長に那須正幸議員、同副委員長には菅原和幸議員と決しました。 

  補正予算審査特別委員会が終了するまで本会議を延会いたします。 

  （午後５時０７分） 


